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立
案
過
程
と
国
際
的
背
景
i

大

石

一

男

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
大
隈
条
約
改
正
交
渉
を
立
案
段
階
に
お
い
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
性
格
と
歴
史
的
意
義
の
解
明
を
試
み
た
。

　
井
上
馨
外
相
に
よ
る
会
議
方
式
の
挫
折
の
後
、
諸
外
国
の
公
使
か
ら
数
種
の
暫
定
協
定
案
が
も
ち
だ
さ
れ
る
。
伊
藤
兼
任
外
相
は
こ
れ
を
利
用
し
て
新

た
な
交
渉
を
模
索
し
、
つ
づ
く
大
隈
外
相
も
、
ド
イ
ツ
や
特
に
ア
メ
リ
カ
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
新
条
約
案
を
構
築
し
て
い
っ
た
。
こ
の
過
程
を
通
じ
て

井
上
馨
は
継
続
的
に
詫
言
者
と
し
て
重
き
を
な
し
て
い
る
。
外
国
人
裁
判
官
任
用
や
法
典
の
交
付
を
い
っ
た
ん
外
し
て
構
想
さ
れ
た
条
約
案
は
、
明
治
二

一
年
九
月
の
段
階
で
ほ
ぼ
固
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
結
局
井
上
が
主
導
し
た
条
約
改
正
会
議
最
終
案
の
枠
組
に
収
束
し
て
い
く
。

　
一
方
、
大
隈
交
渉
を
特
徴
づ
け
る
「
強
硬
政
略
」
は
、
最
恵
国
条
款
の
有
条
件
的
解
釈
に
依
拠
し
た
個
別
交
渉
と
、
条
約
廃
棄
戦
術
を
主
要
な
骨
格
と

し
て
い
た
。
前
者
は
井
上
外
相
時
代
か
ら
の
外
務
省
関
係
者
、
な
か
で
も
鳩
山
和
夫
や
デ
ニ
ソ
ン
に
多
く
を
負
っ
て
い
た
が
、
後
者
は
主
に
大
隈
独
自
の

協
力
者
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
人
ハ
ウ
ス
の
献
策
に
か
か
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
大
隈
の
入
閣
そ
の
も
の
を
後
押
し
し
て
い
た
。
交
渉
開
始
時
期
ま
で
の
宣

伝
工
作
も
井
上
・
大
隈
ら
の
合
作
に
よ
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
イ
ギ
リ
ス
代
表
部
の
懐
柔
と
と
も
に
廃
棄
断
行
を
示
唆
す
る
威
嚇
も
行
わ
れ
て
い
く
。

　
つ
ま
り
大
隈
条
約
改
正
交
渉
と
は
、
条
約
立
案
面
で
先
行
し
外
国
人
関
係
の
人
脈
も
豊
富
な
井
上
馨
と
、
独
自
の
外
国
人
ブ
レ
ー
ン
や
民
間
勢
力
を
背

景
と
す
る
大
隈
と
の
、
密
接
な
協
力
体
制
の
産
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
五
巻
六
号
　
二
〇
〇
二
年
一
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
＝
月
に
始
動
し
た
大
隈
条
約
改
正
交
渉
は
、
前
任
井
上
外
相
に
よ
る
会
議
方
式
と
異
な
り
、
よ
く
知
ら
れ
る
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よ
う
に
個
別
交
渉
を
は
じ
め
と
す
る
「
強
硬
政
略
」
を
と
っ
た
。
そ
の
一
方
、
改
正
案
の
内
容
に
は
外
夢
人
裁
判
官
任
用
と
外
国
へ
の
法
典
交

付
の
約
束
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
点
を
標
的
に
し
た
反
対
運
動
が
交
渉
に
追
い
込
ん
だ
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
翌
二
二
年
六
月
か

ら
一
〇
月
の
熾
烈
な
反
対
運
動
の
標
的
と
な
る
弱
点
は
、
交
渉
開
始
段
階
に
既
に
内
在
し
て
お
り
、
交
渉
の
成
否
は
結
果
論
的
に
は
こ
こ
に
原

由
す
る
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
な
ぜ
、
そ
し
て
い
か
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
形
に
計
画
が
立
て
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
究

明
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
を
扱
う
ほ
と
ん
ど
の
研
究
は
、
外
務
省
顧
問
デ
ニ
ソ
ン
（
剛
【
．
く
『
．
回
）
Φ
昌
一
ω
O
口
）
及
び
秘
書
宮
兼
政
務

　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

課
長
加
藤
高
明
、
そ
れ
に
取
調
局
長
兼
翻
訳
局
長
鳩
山
和
夫
等
ら
の
参
画
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
一
部
に
青
木
周
蔵
外
務
次
官
の
関
与
し
た
こ

③と
に
ふ
れ
る
の
み
で
、
詳
細
な
過
程
に
立
ち
入
っ
た
研
究
は
な
い
に
等
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
、
大
隈
外
相
に
よ
る
条
約
改
正
交
渉
に
関
す
る
研
究
は
、
全
体
と
し
て
大
き
く
進
展
し
て
い
る
。
藤
原
明
久
氏
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
列
強
共
同
行
動
の
呼
び
か
け
や
交
渉
遅
延
の
試
み
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
小
宮
一
夫
氏
は
国
内
諸
勢
力
の
対
抗
に
焦
点
を

当
て
て
、
伊
藤
博
文
枢
密
院
議
長
・
井
上
馨
農
商
務
大
臣
の
「
傍
観
」
や
こ
れ
を
機
に
勢
力
拡
張
を
企
図
す
る
大
同
派
や
改
進
党
の
動
向
を
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

明
し
た
。
ま
た
佐
々
木
隆
氏
は
、
反
対
運
動
が
白
熱
化
し
て
以
後
の
政
府
内
部
の
相
克
を
伊
藤
を
軸
に
描
写
し
、
さ
ら
に
黒
田
内
閣
が
条
約
廃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

棄
と
い
う
選
択
肢
を
真
剣
に
考
慮
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
交
渉
相
手
と
し
て
の
列
強
の
動
向
と
、
改
正
案
の
弱
点
に

つ
け
込
ん
だ
国
内
勢
力
の
反
対
運
動
や
そ
れ
へ
の
対
抗
を
描
き
出
す
こ
と
で
、
こ
の
交
渉
が
失
敗
に
終
っ
た
要
因
に
迫
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
だ
け
で
は
、
前
年
七
月
に
挫
折
し
た
ば
か
り
の
井
上
交
渉
の
弱
点
を
完
全
に
払
拭
し
た
と
は
い
え
な
い
改
正
案
で
大
隈
が
交
渉
に
乗
り
出
し
、

井
上
同
様
に
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
十
分
な
説
明
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
大
隈
交
渉
を
井
上
外
相
期
以
来

の
流
れ
の
な
か
で
捉
え
、
そ
の
性
格
を
解
明
す
る
に
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
き
た
こ
の
準
備
期
間
の
動

向
に
踏
み
込
む
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
管
見
で
は
大
隈
案
は
、
条
約
改
正
会
議
の
最
終
案
と
は
皿
旦
断
絶
し
た
う
え
で
、
直
接
に
は
伊
藤
兼
摂
外
相
期
か
ら
の
列
国
特
に
ド
イ
ツ
と

の
水
面
下
折
衝
に
そ
の
ル
ー
ツ
を
も
つ
。
大
隈
は
む
し
ろ
、
個
別
交
渉
等
の
交
渉
戦
略
の
方
を
重
視
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
み
に
独
自
な
抱
負
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を
持
っ
て
入
閣
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
改
正
案
に
お
け
る
前
述
の
弱
点
は
準
備
開
始
当
初
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
強
力
な
交
渉
戦
略

に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
列
国
を
屈
服
さ
せ
、
か
つ
国
内
も
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
展
望
が
彼
に
は
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

独
自
の
ブ
レ
ー
ン
に
加
え
政
府
内
で
は
伊
藤
・
井
上
と
の
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
・
ア
メ
リ
カ
と
の
密
接
な
協
力
関
係
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
大
隈
の
入
閣
か
ら
改
正
案
策
定
に
至
る
経
緯
や
、
交
渉
全
体
に
つ
い
て
の
準
備
状
況
を
、
国
際
環
境
も

含
め
て
解
明
し
、
あ
わ
せ
て
条
約
改
正
交
渉
史
全
体
の
な
か
に
位
置
付
け
て
み
た
い
。

①
た
と
え
ば
大
隈
公
八
十
五
年
史
会
編
『
大
隈
公
八
十
五
年
史
』
第
二
巻
（
大
正

　
｝
五
年
、
復
刻
一
原
書
募
、
昭
和
四
五
年
）
九
八
頁
。

②
鳩
山
春
子
隅
鳩
山
の
一
生
』
（
昭
和
四
年
、
復
刻
”
大
空
社
、
一
九
九
七
年
）

　
七
三
～
七
六
頁
。

③
深
谷
博
治
噸
初
期
議
会
・
条
約
改
正
』
（
白
揚
社
、
昭
和
～
五
年
）
～
二
七
頁
。

　
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
明
治
二
二
年
九
月
頃
日
付
伊
藤
宛
伊
東
巳
代
治
書

　
簡
に
、
井
上
馨
か
ら
伝
聞
し
た
形
で
青
木
の
談
話
が
「
小
生
〔
青
木
－
引
用

　
者
〕
及
デ
ニ
ソ
ン
等
椙
談
し
て
案
を
立
て
箸
を
取
る
迄
の
御
膳
立
は
悉
皆
小
生
等

　
引
手
に
成
り
候
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
か
も
し
れ
な
い
（
伊
藤
博
文
関
係

　
文
書
研
究
会
編
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
㎞
第
二
巻
、
塙
書
房
、
昭
和
四
九
年
、
以

　
下
『
伊
藤
文
書
』
二
の
よ
う
に
略
記
）
。

④
藤
原
明
久
「
大
隈
外
相
の
条
約
改
正
交
渉
と
日
本
裁
判
権
の
構
成
」
上
・
中
・

　
下
、
隅
神
戸
法
学
雑
誌
』
四
三
…
二
、
四
四
…
一
、
四
四
－
二
　
一
九
九
三
年
九

　
貝
μ
、
　
一
九
九
四
年
六
月
、
［
回
年
九
日
〃
。

⑤
小
宮
～
夫
「
大
隈
条
約
改
正
問
題
を
め
ぐ
る
政
治
的
競
合
と
そ
の
帰
結
」
（
明

　
治
維
新
史
学
畳
畳
『
明
治
維
新
ど
国
際
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
～
～
年
）
。

⑥
半
々
木
市
『
伊
藤
博
文
の
情
報
戦
略
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
九
年
）
の
第

　
二
章
一
。

⑦
佐
々
木
曽
「
黒
田
内
閣
の
条
約
廃
棄
論
」
（
剛
日
本
歴
史
㎞
六
〇
〇
、
一
九
九
五

　
年
）
。

64　（834）

第
一
章
交
渉
再
開
へ
の
端
緒

1

条
約
改
正
会
議
中
止
後
の
情
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
七
月
二
九
日
の
条
約
改
正
会
議
無
期
延
期
通
知
以
来
、
井
上
外
相
は
努
め
て
東
京
を
離
れ
て
諸
外
国
公
使
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

接
触
を
避
け
た
。
そ
れ
は
彼
ら
に
対
し
面
目
を
失
っ
た
こ
と
や
さ
ま
ざ
ま
な
新
提
案
を
も
ち
か
け
ら
れ
る
こ
と
へ
の
辟
易
か
ら
で
あ
っ
た
（
八
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月
二
一
百
付
伊
藤
博
文
宛
井
上
馨
書
簡
、
糊
伊
藤
文
書
』
一
）
。
し
か
し
～
方
で
九
月
に
井
上
の
後
任
と
し
て
外
相
を
兼
ね
た
伊
藤
首
相
や
そ
の
後
継

の
大
隈
外
相
は
、
こ
れ
ら
の
働
き
か
け
の
な
か
か
ら
次
の
交
渉
の
糸
口
を
つ
か
ん
で
い
く
。

　
イ
ギ
リ
ス
公
使
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
（
国
即
凶
日
自
冨
巳
は
、
通
知
直
後
の
八
月
　
日
付
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
（
G
。
誌
ζ
鋤
お
巳
ω
。
h
の
藻
。
。
窪
吋
団
）
首
相
兼

外
相
宛
書
簡
で
「
外
交
団
の
あ
る
者
の
中
に
、
我
々
は
す
ぐ
さ
ま
条
約
改
正
の
新
た
な
基
礎
を
検
討
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
流
布
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
」
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
自
身
は
こ
の
考
え
に
反
対
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
、
「
現
時
点

で
新
た
な
提
案
を
行
う
こ
と
は
日
本
人
か
ら
み
て
我
々
の
地
位
を
低
下
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
懸
念
に
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
今

は
会
議
中
止
に
お
け
る
日
本
の
責
任
を
確
認
す
る
こ
と
で
新
た
な
動
き
を
牽
制
す
べ
き
、
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
懸
念
す
べ

き
新
た
な
提
案
と
は
旦
ハ
体
的
に
は
「
小
国
（
ω
早
島
一
一
①
脱
℃
O
≦
Φ
噌
ω
）
の
う
ち
の
あ
る
一
国
の
公
使
が
一
昨
日
私
に
示
唆
し
た
提
案
」
だ
と
し
て
、
以

下
の
よ
う
な
四
箇
条
の
協
定
（
○
葺
く
窪
ぎ
鋒
）
締
結
の
計
画
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
条
「
居
留
地
に
お
い
て
領
事
裁
判
権
及
び
現
状

（
ω
賦
ε
ω
ρ
き
）
は
維
持
さ
れ
る
」
及
び
第
二
条
「
居
住
及
び
不
動
産
所
有
に
関
し
て
日
本
の
民
法
刑
法
に
の
み
服
従
す
る
と
い
う
条
件
で
外
国

人
は
内
地
居
住
及
び
そ
こ
で
の
不
動
産
所
有
を
許
さ
れ
る
」
を
そ
の
主
旨
と
し
、
以
下
第
三
条
で
こ
れ
を
「
六
年
間
あ
る
い
は
さ
ら
に
完
全
な

協
定
（
鋤
H
冠
9
口
α
Q
Φ
同
P
Φ
口
け
）
に
達
す
る
ま
で
有
効
」
と
し
、
第
四
条
で
東
京
で
の
批
准
交
換
を
う
た
っ
た
暫
定
協
定
案
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
は
＝
八
七
八
年
に
イ
タ
リ
ア
公
使
に
よ
り
示
唆
さ
れ
た
計
画
の
焼
き
直
し
」
に
す
ぎ
ず
あ
ま
り
に
不
完
全

で
現
在
の
必
要
に
見
合
わ
な
い
、
と
反
駁
し
た
と
い
う
。
ま
た
ド
イ
ツ
公
使
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
（
日
．
ぐ
O
鋒
国
〇
一
一
①
げ
Φ
P
）
も
こ
の
よ
う
な
方
案
に
賛

成
で
あ
る
と
の
伝
聞
も
あ
る
が
、
前
日
面
談
し
た
と
き
は
「
そ
れ
が
今
極
め
て
時
宜
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
た
、
と
述

べ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
が
言
及
し
た
計
画
と
は
、
イ
タ
リ
ア
公
使
バ
ル
ボ
ラ
ニ
か
ら
寺
島
外
務
卿
に
明
治
｝
二
（
一
八
七
九
）
年
二
月
一
四

日
に
提
示
さ
れ
た
　
四
箇
条
の
草
案
（
以
下
利
日
本
両
国
ノ
問
二
締
結
ス
ル
和
親
通
商
通
航
条
約
案
）
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
（
『
条
約
文
書
』
第
一
巻
下

△
ニ
ニ
～
八
三
六
頁
、
和
訳
八
三
七
～
八
四
〇
頁
）
。
こ
の
草
案
は
、
日
本
の
関
税
自
主
権
を
概
ね
承
認
し
沿
岸
貿
易
の
日
本
専
管
を
規
定
し
た
見

65 （835）



返
り
に
、
内
地
を
開
放
し
て
イ
タ
リ
ア
人
名
義
に
よ
る
家
屋
の
建
築
・
不
動
産
の
購
入
・
店
舗
製
造
所
開
設
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
際
、
原
則

的
に
イ
タ
リ
ア
人
は
日
本
の
法
権
に
服
従
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
「
小
国
」
提
案
の
四
箇
条
に
は
関
税
自
主
権
に
関
す
る
言
及
は
な
い
も

の
の
、
内
地
開
放
の
交
換
条
件
と
し
て
会
議
で
議
論
さ
れ
て
き
た
以
上
、
こ
れ
を
想
定
し
た
も
の
と
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
は
考
え
た
で
あ
ろ
う
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

二
年
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
ら
は
列
国
外
交
団
か
ら
の
抜
け
駆
け
を
と
が
め
る
意
味
か
ら
イ
タ
リ
ア
提
案
を
阻
止
し
た
。
そ
し
て
ブ

ラ
ン
ケ
ッ
ト
は
こ
の
と
き
も
列
国
協
調
か
ら
の
「
小
国
」
の
逸
脱
を
牽
制
し
、
ド
イ
ツ
も
そ
れ
に
同
調
し
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
明
治
一
九
年
か
ら
二
〇
年
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
条
約
改
正
会
議
に
お
い
て
表
衝
上
協
調
し
た
行
動
を
と
っ
て
き
た
英
独
問
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

そ
の
商
業
的
権
益
の
維
持
拡
大
を
め
ぐ
っ
て
そ
も
そ
も
一
七
年
頃
か
ら
の
長
い
相
克
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
も
日
本
に
新
た
な
道
を
開
い
て

や
る
何
ら
か
の
提
案
に
否
定
的
な
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
に
対
し
、
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
は
時
期
尚
早
と
い
う
に
と
ど
め
て
い
る
。
果
し
て
三
ヶ
月
を
経
て

ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
は
ひ
そ
か
に
動
き
始
め
た
。

2

ド
イ
ツ
公
使
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
の
提
案

66　（836）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
～
一
月
に
大
山
陸
相
と
九
州
巡
視
旅
行
へ
出
発
す
る
前
の
伊
藤
博
文
に
対
し
、
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
が
内
閣
顧
問
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

エ
ス
ラ
ー
と
相
談
し
て
「
内
地
通
商
之
一
案
」
を
提
出
し
た
ら
し
い
こ
と
が
、
翌
二
一
年
末
と
み
ら
れ
る
伊
藤
の
断
簡
か
ら
知
ら
れ
る
。
こ
の

断
簡
に
よ
れ
ば
、
こ
の
案
を
日
本
か
ら
「
蠣
二
〔
中
略
〕
独
政
府
二
提
出
シ
、
同
政
府
ヲ
シ
テ
五
大
国
ノ
協
賛
ヲ
求
ム
ル
様
、
尽
力
ヲ
依
頼
ス

ベ
シ
ト
ノ
勧
告
」
を
受
け
た
が
、
会
議
中
止
か
ら
日
が
浅
い
こ
と
を
考
慮
し
て
伊
藤
は
た
だ
ち
に
は
こ
れ
に
呼
応
し
な
か
っ
た
。
で
は
、
ホ
ル

レ
ー
ベ
ン
の
提
案
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。

　
ア
メ
リ
カ
公
使
ハ
ッ
パ
！
ド
（
男
■
b
d
．
H
｛
質
ぴ
げ
僧
H
傷
）
は
伊
藤
首
相
兼
外
相
が
旅
行
中
の
一
一
月
二
八
日
付
国
務
長
官
バ
イ
ア
ー
ド
（
日
．
国

　
　
　
　
　
　
⑧

じd

O
費
山
）
宛
書
簡
で
、
条
約
改
正
の
た
め
の
次
の
よ
う
な
企
画
（
以
下
＝
一
月
企
画
」
と
呼
ぶ
）
が
提
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
。

そ
の
「
第
一
」
で
は
、
入
墨
の
「
小
国
」
提
案
と
同
様
『
開
港
場
』
で
の
「
領
事
裁
判
権
の
無
期
限
維
持
の
承
認
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
点
で
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は
、
こ
れ
は
「
小
国
」
提
案
同
様
の
暫
定
協
定
案
で
あ
る
が
、
第
二
で
は
「
民
事
刑
事
そ
の
書
す
べ
て
の
件
に
関
し
日
本
法
典
及
び
法
廷
へ
全

面
的
に
服
従
す
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
の
」
内
地
開
放
を
規
定
し
、
第
三
で
は
別
協
定
で
の
関
税
改
訂
を
展
望
す
る
な
ど
、
か
な
り
日
本
の

立
場
に
配
慮
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
こ
れ
が
ホ
ル
レ
！
ベ
ン
の
提
案
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
な
い
。
青
木
の
回
顧
す
る
よ
う
に
イ
タ
リ
ア
公
使
の
関
与
が
あ
っ
た
可
能

性
も
あ
る
。
た
だ
同
書
簡
に
よ
れ
ば
こ
の
企
画
は
＝
月
当
時
「
政
府
高
官
の
間
の
検
討
の
対
象
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
の
書
簡
で
ハ

ッ
バ
ー
ド
は
、
大
隈
就
任
前
に
「
伊
藤
伯
、
ド
イ
ツ
公
使
、
そ
し
て
私
の
聞
の
会
合
」
が
行
わ
れ
た
が
、
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
が
ベ
ル
リ
ン
に
発
つ

ま
で
に
は
正
式
会
議
は
な
く
、
結
局
自
分
が
後
事
を
託
さ
れ
た
旨
を
述
べ
て
い
る
（
窒
》
．
目
ω
。
。
＼
α
。
。
窯
ρ
ミ
。
．
田
ぴ
げ
讐
侮
託
し
d
p
春
己
し
§
①
一
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

一
。
。
。
。
。
。
．
）
。
こ
れ
ら
か
ら
、
こ
の
一
一
月
企
画
と
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
の
提
案
に
は
深
い
関
係
が
あ
っ
た
と
見
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
で
は
日
本
側

は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
。

　
伊
藤
が
＝
一
月
中
旬
帰
京
し
た
と
こ
ろ
、
一
月
初
旬
に
賜
暇
帰
国
の
予
定
が
迫
っ
て
い
た
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
は
「
何
ト
呼
量
政
府
〔
日
本
政
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

一
1
引
用
者
〕
ノ
意
向
如
何
ヲ
知
得
テ
、
帰
国
之
上
致
尽
力
度
」
と
強
く
希
望
し
た
。
そ
こ
で
、
閣
議
の
上
「
別
紙
五
号
之
如
ク
改
正
之
上
、

簡
単
ナ
ル
箇
条
ヲ
起
案
」
し
、
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
と
相
談
の
上
で
、
「
二
月
初
旬
之
船
便
ヲ
以
テ
、
ド
ー
エ
ン
ベ
ル
グ
〔
代
理
公
使
○
＜
・
口
∪
α
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

げ
頸
σ
q
で
あ
ろ
う
一
引
用
者
〕
ノ
手
ヲ
経
テ
仁
政
麻
へ
五
号
之
箇
条
覚
書
ヲ
無
記
名
二
而
」
送
っ
た
と
い
う
。
「
五
号
之
箇
条
覚
書
」
や
そ
の
前

の
変
遷
を
示
す
と
み
ら
れ
る
一
～
四
号
は
こ
の
史
料
に
は
付
属
し
て
い
な
い
が
、
『
秘
書
類
纂
外
交
篤
』
下
巻
所
収
の
「
新
条
約
方
案
及
覚

書
」
の
う
ち
「
（
伊
藤
伯
案
の
大
意
）
」
や
同
書
上
巻
所
収
の
「
内
地
雑
居
ヲ
許
ス
ノ
件
」
が
こ
の
「
五
号
之
箇
条
覚
書
」
に
あ
た
る
も
の
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

わ
れ
る
（
以
下
こ
の
両
者
を
「
伊
藤
案
」
と
す
る
）
。
こ
の
伊
藤
案
は
概
ね
前
述
＝
月
企
画
の
第
二
・
第
三
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
、
外
国
人
の
納

税
義
務
（
第
五
条
）
や
日
本
の
法
典
・
法
廷
完
成
の
暁
に
は
治
外
法
権
の
廃
止
に
列
国
が
同
意
す
る
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
（
第
入
条
）
、
内
地
開

放
が
そ
れ
ら
の
承
諾
を
条
件
と
し
た
も
の
で
あ
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
（
第
九
条
）
。

　
し
か
し
伊
藤
は
こ
の
過
程
で
前
述
の
よ
う
に
逡
巡
し
、
覚
書
を
ド
イ
ツ
へ
送
付
し
た
も
の
の
そ
れ
は
「
無
記
名
」
に
し
て
い
た
。
そ
れ
は
な

67 （837）



ぜ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
自
身
憲
法
制
定
に
多
忙
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
時
期
尚
早
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
居
留
地
の
当
面
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

存
続
を
再
確
認
す
る
協
定
に
対
し
警
戒
的
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
第
八
条
で
治
外
法
権
廃
止
が
予
約
さ
れ
る
も

の
の
、
傍
藤
案
自
体
は
そ
の
具
体
的
プ
ロ
セ
ス
を
取
り
決
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
伊
藤
が
ホ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

レ
ー
ベ
ン
の
要
請
に
な
か
ば
応
じ
た
の
に
は
、
井
上
外
相
時
代
か
ら
の
ド
イ
ツ
の
好
意
的
態
度
を
維
持
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
に
よ
る
在
欧
工
作
の
結
果
に
つ
い
て
は
十
分
な
史
料
が
な
い
が
、
一
連
の
動
き
の
結
果
と
し
て
上
記
の
伊
藤
案
が
作
ら
れ
た
。

こ
れ
が
第
三
章
に
見
る
よ
う
に
大
隈
案
の
策
定
に
そ
の
端
緒
を
提
供
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
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3
　
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
書
記
ガ
ビ
ン
ズ
の
情
勢
分
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
会
議
中
井
上
外
相
を
最
も
苦
し
め
た
イ
ギ
リ
ス
は
会
議
中
止
後
は
条
約
改
正
問
題
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
明
治
四
（
一

八
七
一
）
年
の
初
来
日
以
来
、
ガ
ビ
ン
ズ
（
｝
．
類
■
○
刮
げ
ぴ
帥
昌
ω
）
書
記
宮
は
田
本
語
能
力
を
生
か
し
て
イ
ギ
リ
ス
代
表
部
内
で
重
要
な
役
割
を
果
た

　
　
　
⑱

し
て
き
た
。
会
議
中
止
後
の
情
勢
に
関
す
る
列
強
の
側
か
ら
の
最
も
包
括
的
な
分
析
は
、
彼
が
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
一
二
月
三
〇
日
付

で
執
筆
し
た
覚
書
（
国
○
濠
O
誌
①
．
客
ρ
邸
遍
お
昌
9
8
ω
聾
ω
窪
毫
實
戸
ミ
リ
一
。
。
。
。
。
。
高
⇔
9
H
俸
N
．
）
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
半
部
工
に
お
い
て
会
議

決
裂
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
縷
述
し
た
上
で
、
後
半
部
H
で
は
こ
の
時
点
で
の
状
況
分
析
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
当
面
の
交
渉
再
開
は

あ
り
得
な
い
と
す
る
以
下
の
よ
う
な
楽
観
論
で
あ
っ
た
。

　
彼
に
よ
れ
ば
法
典
完
成
を
も
っ
て
交
渉
が
再
開
さ
れ
る
場
合
、
日
本
が
そ
の
条
件
を
除
い
た
新
た
な
基
礎
に
立
つ
条
約
案
を
提
起
す
る
こ
と

は
確
実
で
、
列
国
は
結
局
こ
れ
に
押
し
切
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
日
本
に
と
っ
て
は
「
二
つ
の
問
題
が
あ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
も
十
分

に
深
刻
で
あ
る
」
と
し
て
ガ
ビ
ン
ズ
は
コ
、
内
政
　
二
、
日
本
の
対
清
条
約
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　
一
に
つ
い
て
は
（
a
）
と
し
て
「
日
本
国
民
」
の
幅
広
い
不
一
致
を
、
ま
た
（
b
）
と
し
て
「
日
本
政
治
の
不
安
定
な
状
態
」
即
ち
薩
長
の

微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
や
政
党
の
策
謀
等
の
要
素
を
指
摘
す
る
。
二
は
、
明
治
四
年
調
印
の
日
清
修
好
条
規
を
改
正
で
き
な
い
ま
ま
欧
米
諸
国
と
の
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⑲

条
約
を
改
正
し
た
と
き
に
起
き
う
る
問
題
で
あ
る
。
関
税
面
で
は
、
「
低
関
税
に
幸
い
さ
れ
た
清
国
入
商
人
が
日
本
の
輸
入
貿
易
を
独
占
す
る
」

か
「
西
洋
列
国
が
条
約
の
最
恵
国
条
款
に
依
拠
し
」
て
均
窯
を
要
求
し
新
関
税
の
「
実
施
が
一
時
停
止
さ
れ
る
」
か
、
ど
ち
ら
か
の
結
果
を
招

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
。
裁
判
権
に
お
い
て
は
「
清
の
領
事
裁
判
権
廃
止
許
諾
の
拒
否
は
裁
判
権
協
定
を
死
文
に
す
る
」
。
と
こ
ろ
が
塩
田
駐
清
公
使
に
よ
る
交
渉

　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
「
全
く
失
敗
し
た
」
。
日
本
は
自
国
の
関
税
増
額
を
要
求
し
な
が
ら
清
国
臣
民
の
内
地
入
選
を
拒
否
し
、
日
本
に
お
け
る
領
事
裁
判
権
廃
止

を
要
求
し
な
が
ら
在
清
日
本
人
へ
の
領
事
裁
判
権
は
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
何
も
与
え
ず
必
要
な
も
の
す
べ
て
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
清
の
拒
絶
は
ガ
ビ
ン
ズ
に
と
っ
て
当
然
の
結
果
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
朝
鮮
や
琉
球
に
お
け
る
何
ら
か
の
譲
歩
や
「
西
洋
の
侵
略

へ
の
対
抗
に
お
け
る
政
治
的
支
援
の
申
出
」
が
奏
功
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
結
局
「
廃
棄
－
現
在
の
両
国
の
気
分
か
ら
し
て
そ
れ
は
十

分
戦
争
を
意
味
し
う
る
　
　
を
別
と
し
て
日
本
に
と
っ
て
脱
出
口
は
な
い
」
。

　
こ
う
分
析
し
て
き
て
、
「
し
か
し
見
通
し
が
も
し
そ
れ
ほ
ど
暗
い
な
ら
、
最
後
に
残
さ
れ
た
選
択
肢
と
し
て
の
〔
清
で
は
な
く
列
強
に
対
し
て

の
1
引
用
者
〕
条
約
廃
棄
か
ら
日
本
を
何
が
引
き
留
め
る
だ
ろ
う
か
」
と
か
ビ
ン
ズ
は
問
う
。
答
え
は
四
点
に
わ
た
る
。
①
「
非
常
に
強
力

な
政
府
が
必
要
」
だ
が
「
そ
の
条
件
を
現
政
府
が
満
た
す
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
」
こ
と
、
②
「
さ
き
の
会
議
」
に
お
け
る
締
約
諸
国
の
「
融

和
的
傾
向
」
が
日
本
の
立
場
を
か
え
っ
て
弱
め
た
こ
と
、
③
「
見
か
け
上
の
意
欲
と
裏
腹
に
、
治
外
法
権
即
時
廃
止
が
日
本
に
課
す
で
あ
ろ
う

責
任
の
重
大
さ
を
日
本
政
府
が
痛
感
し
て
い
る
と
信
ず
べ
き
十
分
な
証
拠
が
あ
る
」
こ
と
、
④
清
と
の
条
約
が
足
か
せ
に
な
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
ガ
ビ
ン
ズ
は
こ
の
時
点
の
日
本
が
欧
米
に
対
し
現
行
条
約
廃
棄
へ
と
暴
発
す
る
可
能
性
も
排
除
し
た
。
し
た
が
っ
て
結
局
、
一
・

二
の
困
難
は
克
服
不
能
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
覚
書
は
つ
づ
け
て
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
各
国
の
姿
勢
に
雷
及
し
た
あ
と
、
日
本
の
八
方
ふ
さ
が
り
の
状
況
に
第
三
の
要
素
を
つ

け
加
え
て
い
る
。
「
欧
州
諸
国
が
た
ゆ
ま
ず
待
ち
望
ん
で
き
た
目
標
は
内
地
開
放
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
貿
易
の
大
き

な
発
展
に
つ
な
が
る
と
の
考
え
は
誤
り
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
新
た
に
「
内
地
開
放
が
外
国
商
業
に
ア
ク
セ
ス
可
能
と
す
る
内
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
富
源
」
は
存
在
せ
ず
、
「
現
に
あ
る
交
易
上
の
は
け
口
」
は
既
に
十
分
に
広
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
日
本
の
商
業
的
将
来
」
は
、
内
地

69 （839）



開
放
よ
り
も
む
し
ろ
「
絹
と
茶
の
産
業
」
や
他
産
物
の
輸
送
手
段
の
延
長
に
左
右
さ
れ
る
、
と
し
た
。
結
局
、
通
商
条
約
草
案
が
西
洋
諸
国
に

も
た
ら
す
「
商
業
的
利
益
」
は
、
『
商
標
保
護
』
と
い
う
「
最
小
」
の
も
の
以
外
に
な
い
、
と
し
て
内
地
開
放
は
実
は
列
国
に
と
り
無
価
値
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

等
し
い
と
の
結
論
が
導
か
れ
る
。

　
以
上
の
三
つ
の
困
難
　
　
つ
ま
り
「
内
政
」
、
「
対
清
条
約
」
、
内
地
開
放
の
価
値
へ
の
低
い
評
価
一
の
た
め
、
条
約
問
題
の
最
終
的
解
決

に
関
し
て
は
今
後
あ
る
期
間
に
わ
た
っ
て
現
状
を
放
置
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
、
と
か
ビ
ン
ズ
は
い
う
。
た
だ
し
注
意
す
べ
き
こ

と
は
、
彼
の
議
論
は
日
本
と
の
不
平
等
条
約
を
永
続
さ
せ
る
意
図
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
そ
の
現
状
維
持
期
間

は
日
本
に
と
っ
て
も
有
益
だ
か
ら
、
こ
れ
が
さ
し
あ
た
り
い
ち
ば
ん
良
い
解
決
策
だ
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
「
二
、
三
年
の
期
間
の
の
ち

条
約
国
は
日
本
の
実
状
や
日
本
政
府
の
安
定
性
や
日
本
の
進
歩
の
現
実
を
よ
り
ょ
く
判
断
で
き
」
、
日
本
と
し
て
も
「
未
だ
整
っ
て
い
な
い
準

備
の
責
任
か
ら
開
放
さ
れ
る
」
し
、
こ
の
期
間
を
お
い
た
か
ら
と
い
っ
て
「
イ
ギ
リ
ス
そ
の
他
の
列
国
の
方
で
は
領
事
裁
判
を
永
続
さ
せ
る
希

望
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
は
つ
き
り
し
た
証
拠
が
あ
る
」
か
ら
、
日
本
側
が
心
配
す
る
必
要
は
な
い
。
「
そ
し
て
そ
の
と
き
ま
で
に
は
清
国

問
題
か
ら
脱
出
す
る
道
を
も
日
本
は
見
つ
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
。

　
以
上
の
よ
う
に
一
二
月
三
〇
日
付
ガ
ビ
ン
ズ
覚
書
は
、
日
本
が
二
、
三
年
は
交
渉
再
開
に
は
動
か
ず
に
情
勢
が
安
定
す
る
と
し
た
。
こ
の
よ

う
な
楽
観
は
イ
ギ
リ
ス
代
表
部
に
定
着
し
、
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
に
よ
る
前
述
の
提
起
や
そ
の
後
の
動
き
を
察
知
し
き
れ
ず
、
実
現
可
能
性
の
薄
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ベ
ル
リ
ン
会
議
開
催
の
み
を
主
と
し
て
懸
念
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
隈
が
交
渉
を
開
始
す
る
明
治
二
一
年
末
頃
ま
で
持
続
し
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
結
局
一
年
も
経
た
ぬ
う
ち
に
交
渉
が
再
開
し
た
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
か
ビ
ン
ズ
の
予
測
は
裏
切
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

い
い
か
え
れ
ば
、
ガ
ビ
ン
ズ
が
見
落
と
し
て
い
た
、
大
隈
の
自
信
を
強
め
た
要
因
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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①
　
外
務
省
調
査
局
監
修
隅
条
約
改
正
関
係
日
本
外
交
文
害
隔
（
以
下
『
条
約
文
書
』

　
と
略
記
）
第
三
巻
上
、
五
一
五
～
五
＝
ハ
頁
。

②
七
月
二
九
日
付
伊
藤
博
文
宛
井
上
馨
書
簡
（
『
伊
藤
文
書
』
一
）
。

③
O
話
障
b
ご
聾
m
す
閃
臼
①
お
昌
O
｛
守
①
菊
①
8
誌
。
・
■
（
以
下
閃
・
○
．
と
略
記
）

　
配
O
＼
ぴ
0
0
．
累
。
・
曽
刈
・
な
お
こ
の
書
簡
の
翌
日
（
八
月
二
日
）
に
各
国
公
使
が
イ
タ

　
リ
ア
公
使
館
に
集
ま
っ
た
際
、
ロ
シ
ア
公
使
シ
ェ
ビ
ッ
チ
も
類
似
の
意
見
を
述
べ
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た
ら
し
い
（
八
月
三
日
付
落
藤
宛
井
上
書
簡
及
び
〔
別
紙
〕
（
『
伊
藤
文
書
』
～
）
。

④
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
石
井
孝
『
明
治
初
期
の
国
際
関
係
』
（
吉
塀
弘
文
館
、

　
昭
和
五
二
年
）
一
二
三
四
～
三
三
五
頁
及
び
三
四
二
～
三
囲
八
頁
を
参
照
。

⑤
詳
し
く
は
広
瀬
靖
子
「
井
上
条
約
改
正
交
渉
に
関
す
る
一
考
察
」
（
槻
近
代
中
國

　
研
究
輪
第
七
輯
、
一
九
六
六
年
）
三
五
五
～
三
六
七
頁
参
照
。

⑥
噸
時
事
新
報
』
（
明
治
二
〇
年
　
二
月
一
九
日
）
に
よ
れ
ば
東
京
出
発
は
＝

　
月
八
日
、
横
浜
へ
の
帰
来
が
～
二
月
　
七
日
。

⑦
平
塚
篤
編
糊
伊
藤
博
文
秘
録
』
（
春
秋
社
、
昭
和
四
年
、
復
刻
”
原
轡
房
、
一

　
九
八
二
年
）
掲
載
の
史
料
「
五
六
条
約
改
正
に
対
す
る
連
年
の
苦
心
」
（
原
史
料

　
は
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
門
伊
藤
博
文
文
書
」
書
類
の
部
七
〇
「
条

　
約
改
正
二
関
ス
ル
対
独
交
渉
ノ
関
係
二
就
テ
ノ
書
簡
ノ
一
部
」
）
。
宛
先
は
不
明
で
、

　
し
か
も
後
半
に
掲
げ
ら
れ
た
第
一
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
条
約
案
抜
粋
は
、

　
約
一
年
後
に
提
出
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
大
隈
案
か
ら
の
も
の
で
、
前
半
部
断
簡
と
直

　
接
関
係
は
な
く
、
原
史
料
に
も
な
い
、
と
い
っ
た
点
で
混
凱
が
見
ら
れ
る
。
し
か

　
し
前
半
部
に
記
さ
れ
た
経
緯
自
体
は
信
頼
で
き
る
も
の
と
見
な
す
。

⑧
〇
三
8
傷
ω
翼
o
ρ
U
①
窓
門
夢
の
簿
。
｛
ω
糞
霧
隠
Φ
8
a
ω
（
以
下
客
｝
と
略
記
）

　
一
〇
。
ω
＼
O
c
。
．
翼
ρ
心
O
刈
．
ハ
ッ
パ
！
ド
は
情
報
源
は
伊
藤
だ
と
し
て
い
る
。

⑨
伊
藤
が
兼
任
外
相
の
際
「
独
伊
公
使
に
対
し
〔
中
略
〕
外
国
出
身
の
裁
判
官
を

　
任
用
す
る
こ
と
は
、
独
り
大
審
院
の
み
に
限
ら
ん
、
云
々
」
と
協
議
し
た
が
、
ド

　
イ
ツ
公
使
は
「
五
十
歩
百
歩
の
弥
縫
策
」
と
し
て
取
り
合
わ
な
か
っ
た
、
と
の
記

　
述
が
『
青
木
周
蔵
自
伝
』
（
坂
根
義
久
校
注
、
平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
）
に
あ
る

　
（
一
一
四
頁
）
。

⑩
こ
の
企
箇
に
類
似
し
た
提
案
が
大
隈
遭
難
後
の
興
業
　
三
（
一
八
九
〇
）
年
一

　
月
二
三
日
に
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
公
使
フ
レ
イ
ザ
ー
（
出
．

　
閃
『
器
葭
）
に
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
条
約
改
正
に
つ
い
て
の
新
企
画
」
と
題

　
さ
れ
る
こ
の
提
案
は
、
前
出
＝
月
企
画
に
ほ
ぼ
等
し
い
一
項
・
二
項
に
加
え
、

　
以
下
「
三
、
こ
の
件
に
つ
い
て
条
約
は
結
ば
れ
な
い
が
、
列
強
は
議
定
書

　
（
℃
「
O
仲
O
O
O
一
）
あ
る
い
は
外
交
文
書
（
昌
9
Φ
）
の
い
ず
れ
か
の
適
切
な
外
交
的
形

　
式
に
よ
り
共
同
宣
言
を
の
み
与
え
る
。
四
、
同
晧
に
貿
易
協
定
及
び
関
税
表
が
批

　
准
さ
れ
か
つ
実
施
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
五
、
し
か
し
外
国
入
は
開
港
場
に
お
い
て

　
領
事
裁
判
権
が
廃
止
さ
れ
な
い
限
り
不
落
産
購
入
の
資
格
が
な
い
。
扁
の
五
箇
条

　
で
、
さ
ら
に
「
内
地
へ
の
外
国
人
入
境
許
可
に
関
す
る
法
律
草
案
」
な
る
五
箇
条

　
を
付
し
て
い
た
。
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
は
、
門
ド
イ
ツ
政
府
は

　
上
記
の
大
綱
を
受
諾
す
る
用
意
が
あ
り
、
伊
藤
伯
爵
に
も
そ
れ
は
知
ら
れ
て
お
り
、

　
伯
は
か
つ
て
そ
れ
に
賛
成
し
た
こ
と
が
あ
る
し
、
青
木
子
爵
に
も
知
ら
れ
て
い

　
る
」
旨
述
べ
た
と
い
う
（
局
．
9
念
O
＼
b
。
り
．
累
9
鱒
轡
閃
「
節
。
。
費
8
ω
p
誹
げ
9
メ

　
智
p
も
。
9
一
。
。
8
．
”
鼠
ぎ
。
一
．
）
。

⑪
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
が
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
意
図
は
不
明
で
あ
る
。
も
し
そ

　
の
意
図
が
単
に
過
渡
的
協
定
の
提
案
に
あ
っ
た
な
ら
、
結
果
的
に
大
隈
に
よ
る
全

　
面
的
改
正
案
が
提
起
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
日
本
側
の
姿
勢
を
読
み
誤
っ
た
こ
と
に

　
な
る
。
し
か
し
も
し
好
意
的
姿
勢
の
持
続
を
示
す
こ
と
に
力
点
が
あ
っ
た
な
ら
、

　
他
国
に
先
駆
け
て
大
隈
案
の
提
示
を
受
け
た
ド
イ
ツ
は
一
定
の
成
果
を
得
た
こ
と

　
に
な
る
。

⑫
本
章
註
⑦
に
同
じ
。
な
お
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
が
帰
国
の
際
参
内
し
た
の
が
明
治
二

　
一
年
～
月
五
日
（
宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
㎞
第
七
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四

　
七
年
、
四
頁
）
、
帰
任
は
翌
ニ
ニ
年
三
月
二
日
（
外
務
大
臣
秘
書
官
加
藤
高
明

　
「
条
約
改
正
日
誌
」
三
月
四
日
の
条
、
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
隅
大
隈
文

　
轡
』
第
一
巻
、
昭
和
三
三
年
）
σ

⑬
両
者
は
同
じ
九
箇
条
で
あ
り
用
語
法
・
構
文
が
異
な
る
だ
け
で
内
容
は
逐
条
的

　
に
一
致
し
て
お
り
、
同
一
の
原
文
（
前
者
の
第
五
条
中
「
百
出
諸
費
」
に
「
タ
ツ

　
ク
ス
チ
ヤ
ー
ジ
ス
漏
と
ル
ビ
が
あ
る
点
か
ら
英
文
と
推
定
さ
れ
る
）
か
ら
翻
訳

　
さ
れ
た
異
本
で
あ
る
と
考
え
る
。
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⑭
領
事
裁
判
権
が
全
廃
さ
れ
外
国
人
が
日
本
の
法
律
と
法
廷
に
完
全
に
服
さ
な
い

　
限
り
内
地
開
放
は
許
可
す
べ
き
で
な
い
、
と
井
上
毅
な
ど
は
明
治
一
五
年
以
来
強

　
く
主
張
し
て
き
た
（
た
と
え
ば
津
田
多
賀
子
「
井
上
条
約
改
正
の
再
検
討
」
、
噸
歴

　
史
学
研
究
㎞
五
七
四
、
一
九
八
七
年
、
一
七
～
二
三
頁
参
照
）
。
こ
の
種
の
主
張

　
は
会
議
中
止
直
後
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
影
響
を
も
っ
て
お
り
、
代
償
と
し
て

　
の
外
国
人
裁
判
官
任
用
が
問
題
化
し
た
と
は
い
え
こ
れ
ら
の
議
論
は
居
留
地
廃
止

　
自
体
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
書
留
地
廃
止
と
の
交
換
を
伴
わ

　
な
い
内
地
開
放
は
危
険
視
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
　
た
だ
し
本
章
註
⑩
で
ふ
れ
た
明
治
二
三
年
の
経
緯
の
中
で
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
ガ

　
ビ
ン
ズ
書
記
官
が
執
筆
し
た
覚
書
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
領
事
裁
判
権
継
続
に

　
つ
い
て
の
い
か
な
る
特
定
の
日
付
も
な
い
こ
と
」
は
「
締
約
列
強
」
に
自
由
裁
量

　
を
与
え
有
利
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
同
時
に
日
本
政
府
も
ま
た
条
約
期

　
眼
内
の
い
つ
い
か
な
る
時
に
も
そ
れ
以
後
の
領
事
裁
判
権
継
続
の
問
題
に
つ
き
異

　
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
」
る
こ
と
は
「
不
都
合
で
し
か
も
危
険
で
も
あ
り
得
る

　
こ
と
は
銘
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
国
○
．
滋
O
＼
N
P
翼
9
鷲
．
閃
鑓
ω
興
8

　
ω
帥
｝
『
σ
霞
望
．
男
。
σ
．
隅
一
。
。
Φ
O
．
冒
。
ご
。
大
隈
外
甥
に
よ
る
条
約
廃
棄
の
間
接
的
示

　
唆
（
後
述
）
を
経
て
イ
ギ
リ
ス
側
が
警
戒
を
強
め
た
後
の
指
摘
で
あ
る
こ
と
を
留

　
保
し
た
上
で
、
「
領
事
裁
判
権
の
無
期
限
維
持
」
が
日
本
に
必
ず
し
も
不
利
で
は

　
な
い
と
の
解
釈
も
成
り
立
ち
う
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

⑮
た
と
え
ば
明
治
二
〇
年
九
月
五
日
付
及
び
同
一
〇
月
二
九
日
付
伊
藤
宛
井
上
馨

　
書
簡
（
『
伊
藤
文
書
帰
一
）
。

⑯
七
月
の
時
点
で
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
は
井
上
馨
に
宛
て
て
、
立
場
上
公
式
に
状
況
を

　
教
え
ら
れ
な
い
が
、
シ
ー
ボ
ル
ト
（
》
・
く
O
”
ω
圃
Φ
げ
〇
一
傷
）
が
伊
藤
と
井
上
に
そ
れ

　
ぞ
れ
宛
て
た
香
簡
を
参
照
し
て
ほ
し
い
、
と
の
み
伝
え
て
き
て
い
る
（
国
立
国
会

　
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
井
上
馨
関
係
文
書
」
書
翰
の
部
六
二
九
一
5
、
明
治

　
二
～
（
一
八
八
八
）
年
七
月
一
五
日
付
）
。
し
か
し
、
こ
の
シ
ー
ボ
ル
ト
の
書
簡

　
は
見
あ
た
ら
な
い
。

⑰
明
治
二
〇
年
一
〇
月
二
九
日
付
伊
藤
首
相
宛
沓
簡
（
『
伊
藤
文
書
盤
～
）
。

⑱
門
条
約
改
正
会
議
中
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
困
難
な
任
務
を
当
公
使
館
の
J
・

　
H
・
ガ
ビ
ン
ズ
氏
が
解
決
し
た
極
め
て
優
秀
な
手
際
に
対
し
、
多
大
な
感
謝
を
特

　
に
記
録
に
留
め
た
く
思
い
ま
す
」
と
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
は
述
べ
て
い
る
（
国
○
．

　
自
O
＼
卜
⊃
0
．
客
。
』
一
。
。
・
瞠
露
冨
陣
＝
。
ω
臣
。
。
ぎ
受
．
》
信
α
q
．
9
一
。
。
。
。
ご
。

⑲
詳
細
は
津
田
多
賀
子
「
日
清
条
約
改
正
の
断
念
と
日
清
戦
争
」
（
崖
史
学
研

　
究
臨
六
五
二
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

⑳
た
だ
し
少
な
く
と
も
裁
判
権
に
関
し
て
は
、
四
月
二
〇
日
の
第
二
六
回
会
議
に

　
お
い
て
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
は
他
国
も
同
意
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
た
と
え
清
の

　
領
事
裁
判
権
が
残
存
し
て
も
そ
れ
へ
の
均
稽
を
要
求
し
な
い
旨
を
表
明
し
、
他
の

　
各
委
員
も
こ
れ
に
同
意
し
た
（
噌
条
約
文
書
』
（
4
）
会
議
録
下
、
一
〇
九
四
頁
）
。

　
し
た
が
っ
て
ガ
ビ
ン
ズ
が
こ
の
点
で
状
況
を
日
本
に
不
利
に
読
み
過
ぎ
て
い
る
可

　
能
性
が
あ
る
。

⑳
実
際
に
は
明
治
二
一
年
七
月
ま
で
塩
田
駐
清
公
使
と
清
の
交
渉
は
継
続
す
る
が
、

　
結
局
ガ
ビ
ン
ズ
の
見
る
通
り
挫
折
し
た
（
本
章
註
⑲
津
田
論
文
）
。

⑫
　
横
浜
を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
開
港
場
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

⑬
　
内
地
開
放
（
特
に
内
地
逓
商
）
に
つ
い
て
の
ガ
ビ
ン
ズ
の
こ
の
冷
評
が
客
観
的

　
に
妥
当
か
ど
う
か
は
、
い
わ
ゆ
る
内
地
雑
居
尚
早
論
と
も
関
連
す
る
興
味
深
い
問

　
題
だ
が
、
こ
こ
で
は
踏
み
込
ま
な
い
。
井
上
外
相
時
代
に
お
け
る
議
論
の
一
端
に

　
つ
い
て
は
本
章
註
⑤
広
瀬
論
文
三
四
〇
・
三
四
一
頁
及
び
横
浜
市
編
噸
横
浜
市

　
史
』
第
四
巻
下
（
昭
和
四
三
年
）
三
四
〇
～
三
五
四
頁
を
参
照
。

⑳
　
た
と
え
ば
、
条
約
改
正
会
議
が
ベ
ル
リ
ン
で
開
催
さ
れ
る
と
の
嘩
が
広
が
り
だ

　
し
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
公
使
の
帰
国
に
よ
っ
て
影
響
力
を
増
し
た
こ
と
を
、
代
理
公

　
使
ト
レ
ン
チ
は
一
工
年
　
月
一
七
日
付
で
報
じ
て
い
る
（
男
0
9
膳
①
＼
ω
刈
⑩
．
客
。
．

　
一
ト
。
・
日
お
p
畠
8
ω
聾
ω
げ
¢
蔓
．
）
。
そ
の
後
も
二
月
四
日
、
二
〇
日
の
書
簡
に
お
い
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て
米
・
露
各
公
使
か
ら
の
伝
聞
の
形
で
こ
の
提
案
に
対
す
る
日
本
政
府
の
消
極
的

態
度
と
米
露
両
公
使
の
反
対
姿
勢
を
伝
え
た
も
の
の
、
そ
れ
以
上
内
容
に
踏
み
込

ん
だ
情
報
は
欠
け
て
い
る
（
一
げ
一
喫
．
宕
。
・
一
⑩
’
卿
ツ
【
o
「
b
⊃
一
．
）
。

第
二
章
　
条
約
改
正
問
題
か
ら
見
た
大
隈
入
閣

大隈条約改正交渉再考（大石）

1

入
閣
の
理
由
を
め
ぐ
る
通
説
的
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
明
治
一
一
一
（
一
八
八
八
）
年
二
月
一
日
、
大
隈
重
信
は
外
務
大
臣
に
就
任
し
た
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
入
閣
が
実
現
し
た
の
か
に
つ
い
て
最
終
的
な
結
論
は
出
て
い
な
い
。
通
説
的
に
い
わ
れ
る
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
八
月
～

九
月
の
第
一
回
入
閣
交
渉
、
二
〇
年
一
二
月
～
二
一
年
一
月
の
第
二
回
交
渉
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
伊
藤
・
里
…
田
や
井
上
の
側
か
ら
の
勧
誘
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

理
由
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
即
ち
穏
湘
派
と
し
て
の
改
進
党
取
込
み
よ
る
内
閣
の
強
化
で
あ
り
、
大
隈
の
手
腕
へ
の
高
い
評
価
で
あ
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
矢
野
文
雄
ら
改
進
党
幹
部
の
側
に
も
政
権
に
積
極
的
に
関
与
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
見
解
だ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
、
両
度
の
交
渉
の
間
に
起
き
た
と
み
ら
れ
る
大
隈
側
の
転
換
を
十
全
に
は
説
明
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
大
隈
は
前
年
九
月
に
入
閣
を
蹴
る
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ど
に
固
執
し
た
入
閣
条
件
を
　
＝
年
一
月
に
は
い
っ
て
か
ら
は
比
較
的
軽
視
す
る
に
至
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
理
由
が
説
明
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
坂
野
潤
治
氏
に
よ
る
、
保
安
条
例
の
公
布
施
行
（
一
二
月
二
六
日
）
が
旧
自
由
党
勢
力
に
与
え
た
打
撃
か
ら
大
隈
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

改
進
党
が
「
漁
夫
の
利
」
を
得
よ
う
と
し
た
も
の
と
の
位
置
付
け
が
、
直
接
の
史
料
的
根
拠
が
な
い
と
は
い
え
、
前
述
し
た
矢
野
の
姿
勢
か
ら

す
れ
ば
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
こ
で
は
、
入
閣
条
件
と
関
係
が
深
か
っ
た
は
ず
の
憲
法
論
議
に
大
隈
が
入
閣
後
積
極
的
に
関
与
せ
ず
、
専
ら
外
相
と
し
て
条
約
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

正
に
貫
頂
す
る
こ
と
で
政
治
的
地
歩
を
得
よ
う
と
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
入
閣
時
点
で
既
に
外
相
と
し
て
極
め
て
強
い
自
信
を
持
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

た
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
を
強
調
し
た
い
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
保
安
条
例
は
例
外
を
除
け
ば
旧
自
由
党
勢
力
に
偏
っ
て
打
撃
を
与
え
て
お
り
改
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進
党
に
と
っ
て
政
府
と
の
距
離
は
あ
る
意
味
で
縮
小
し
て
い
た
事
実
が
あ
っ
た
。
憲
法
発
布
時
の
恩
赦
に
よ
り
そ
の
効
果
は
軽
減
さ
れ
る
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
え
、
条
約
改
正
交
渉
に
乗
り
出
す
に
あ
た
っ
て
「
反
対
党
」
に
悩
ま
さ
れ
る
お
そ
れ
は
少
な
く
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
外
相
と
し

て
何
ら
か
の
成
算
を
明
瞭
に
持
て
な
け
れ
ば
就
任
に
躇
躇
し
そ
う
な
会
議
中
止
後
の
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
前
述
の
通
り
遅
く
と
も
入
閣
時
に

は
大
隈
は
強
い
自
信
を
備
え
て
い
た
。
も
し
そ
う
な
ら
、
大
隈
に
入
閣
条
件
へ
の
拘
泥
を
捨
て
さ
せ
外
相
就
任
を
決
意
さ
せ
た
成
算
は
何
に
由

来
し
た
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
大
隈
の
交
渉
方
針
に
影
響
を
及
し
た
要
因
と
し
て
稲
生
典
太
郎
氏
は
既
に
、
小
野
梓
の
「
条
約
改
正
論
」
等
の
意
見
や
、
尾
崎
三
良
・
柳
原

　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

前
光
の
献
策
、
等
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
柳
原
の
書
簡
及
び
訪
問
は
外
相
就
任
後
の
こ
と
で
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
除
外
さ
れ
る
。
ま
た

小
野
（
明
治
一
九
年
没
）
は
既
に
故
人
で
あ
り
、
「
条
約
改
正
論
」
出
版
に
あ
た
っ
て
大
隈
が
序
文
を
付
け
た
の
も
二
〇
年
五
月
の
こ
と
で
大
隈

の
「
転
換
」
に
は
時
期
的
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
さ
ら
に
尾
崎
の
意
見
は
明
治
一
四
年
当
時
の
や
や
古
い
状
況
を
前
提
に
し
て
お
り
、
決
定
的

な
意
味
を
持
つ
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
古
く
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
で
編
者
渡
邊
幾
治
郎
が
そ
の
関
連
を
指

摘
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
ハ
ウ
ス
（
国
．
国
．
国
O
質
ω
Φ
）
の
大
隈
宛
書
簡
の
存
在
で
あ
る
。

2

ハ
ウ
ス
の
書
簡
及
び
論
文

　
従
来
明
治
二
〇
（
～
八
八
七
）
年
と
し
か
日
付
が
特
定
さ
れ
な
か
っ
た
こ
の
書
簡
は
同
年
一
〇
二
七
日
付
で
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
晶
帯
ー
ト
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

オ
ー
ド
か
ら
発
信
さ
れ
た
も
の
と
特
定
で
き
、
当
時
の
郵
便
事
情
か
ら
す
れ
ば
＝
月
中
に
は
大
隈
の
手
元
に
届
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ハ

ウ
ス
は
こ
の
書
簡
の
中
で
大
隈
に
外
相
へ
の
就
任
を
要
請
し
、
来
る
べ
き
条
約
改
正
交
渉
の
方
略
を
開
示
し
て
い
た
。
ま
ず
井
上
の
と
っ
た
会

議
方
式
の
失
敗
は
当
然
で
あ
っ
た
と
・
王
聴
し
、
か
わ
り
に
現
行
条
約
廃
棄
宣
言
を
含
む
い
わ
ゆ
る
強
硬
政
略
を
強
く
推
奨
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
方
法
が
い
か
に
容
易
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
か
に
大
き
な
成
果
が
約
束
さ
れ
て
い
る
か
を
自
ら
に
よ
る
各
国
へ
の
打
診
を
踏

　
　
　
　
　
　
⑱

ま
え
て
力
説
し
た
。
ま
た
自
説
の
信
頼
性
を
裏
付
け
る
た
め
、
ハ
ウ
ス
は
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
業
績
を
引
合
い
に
出
し
た
。
た
し
か
に
ア
メ
リ
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大隈条約改正交渉再考（大石）

力
政
府
に
よ
る
下
関
償
金
返
還
へ
の
関
与
や
、
条
約
改
正
へ
の
主
要
な
障
害
の
一
人
と
み
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
の
排
斥
に
尽
力
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

た
こ
と
な
ど
、
彼
は
明
治
一
〇
年
代
の
日
本
外
交
に
助
言
者
・
助
力
者
と
し
て
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
ハ
ウ
ス
の
書
簡
が
大
隈
入
閣
を
促
し
た
要
因
の
少
な
く
と
も
一
つ
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
明
治
一
四
年
ま
で
の

大
隈
と
の
密
接
な
協
力
関
係
の
下
で
の
実
績
、
そ
れ
に
こ
の
書
簡
が
時
期
的
に
大
隈
が
入
閣
に
傾
い
た
転
機
に
重
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

つ
ま
り
、
長
年
の
実
績
・
信
頼
関
係
を
基
盤
に
し
た
再
起
要
請
が
、
外
相
と
し
て
の
活
動
に
自
信
と
成
算
を
与
え
た
と
み
る
の
で
あ
る
。
第
二

に
、
以
後
大
隈
の
と
っ
た
交
渉
方
針
に
廃
棄
戦
術
と
い
う
要
素
を
つ
け
加
え
た
最
も
早
く
最
も
直
戯
な
献
策
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
た
い
。
後
述

す
る
よ
う
に
大
隈
案
そ
の
も
の
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
い
も
の
の
、
廃
棄
戦
術
は
交
渉
戦
略
の
中
に
重
要
な
地
位
を
占
め
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

佐
々
木
隆
氏
は
廃
棄
論
が
黒
田
首
相
の
発
意
で
あ
っ
た
か
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
黒
田
が
未
だ
首
相
で
な
い
こ
の
時
期
に
大
隈
の
も
と
に
献

策
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
第
三
に
、
大
隈
就
任
以
後
の
ハ
ウ
ス
へ
の
処
遇
も
ま
た
密
接
な
協
力
関
係
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

在
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　
同
じ
書
簡
で
ハ
ウ
ス
は
従
来
通
り
の
文
筆
に
よ
る
側
面
支
援
（
大
谷
正
氏
の
用
語
に
従
え
ば
「
対
外
宣
伝
」
）
を
行
い
た
い
と
し
て
、
既
に
§
鴨

睡
§
§
q
さ
§
暮
⑤
誌
に
準
備
中
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
同
誌
｝
八
八
七
年
一
二
月
号
の
長
大
な
論
説
、
．
↓
冨
8
ご
等
号
臼
。
ご
轟
き
．
．
が
そ

れ
に
あ
た
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
の
世
論
に
訴
え
る
こ
と
が
主
眼
の
た
め
、
日
本
の
開
国
を
主
導
し
た
ア
メ
リ
カ
は
現
行
条
約

に
つ
き
歴
史
的
責
任
が
あ
り
日
本
の
内
治
の
進
歩
も
そ
の
改
正
を
十
分
に
受
け
入
れ
る
段
階
に
あ
る
旨
が
力
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
具
体
的

方
策
と
し
て
、
①
ア
メ
リ
カ
は
単
独
で
も
日
本
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
、
②
日
本
側
か
ら
列
国
に
条
約
無
効
を
通
知
す
る
こ
と
（
つ
ま
り

条
約
廃
葉
）
、
を
挙
げ
て
い
る
。
①
に
関
し
て
は
先
の
会
議
で
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
愛
顧
を
得
た
ド
イ
ツ
に
嫉
妬
し
て
冷
淡
な
態
度
を
と
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

さ
れ
る
点
を
指
弾
し
、
②
で
は
日
本
政
府
顧
問
の
ス
ミ
ス
（
国
’
勺
．
ω
旨
留
げ
）
が
そ
れ
を
か
つ
て
熱
心
に
勧
告
し
た
と
し
、
米
露
骨
独
は
賛
成
す

る
で
あ
ろ
う
し
、
英
も
公
然
反
対
は
で
き
ず
、
仏
も
「
五
年
前
の
ト
ン
キ
ン
の
失
策
」
に
懲
り
て
干
渉
し
な
い
、
と
の
観
測
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
こ
の
記
事
も
大
隈
入
閣
前
に
は
日
本
に
届
い
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
反
応
を
受
け
た
だ
ろ
う
か
。
大
隈
入
閣
直
後
に
横
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浜
の
英
字
紙
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ガ
ゼ
ッ
ト
臨
は
大
隈
就
任
直
後
に
政
府
系
英
字
紙
㎎
ジ
ャ
パ
ン
・
メ
イ
ル
』
の
主
筆
が
プ
リ
ン
タ
リ
ー
（
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

じd

�
ﾒ
一
2
）
か
ら
ハ
ウ
ス
に
交
替
す
る
と
の
情
報
を
流
し
、
『
メ
イ
ル
』
が
こ
れ
を
否
定
す
る
一
幕
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
日
本
外
交
に
お
け
る

ハ
ウ
ス
の
復
権
が
予
感
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
じ
時
期
『
メ
イ
ル
隠
自
身
も
廃
棄
戦
術
へ
一
歩
踏
み
込
ん
だ
論
説
を
掲

、
　
⑳

げ
た
。
そ
の
後
ハ
ウ
ス
論
文
の
影
響
か
否
か
は
不
明
な
が
ら
、
そ
の
他
に
も
在
日
イ
ギ
リ
ス
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
廃
棄
宣
言
「
発
議
」
を
容

認
す
る
意
見
が
存
在
し
た
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
伊
藤
を
経
て
大
隈
に
報
告
さ
れ
て
い
る
（
「
大
隈
文
書
」
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
零
1
一
）
。

別
紙
過
日
借
覧
候
処
、
米
国
公
使
之
案
ハ
到
底
承
諾
之
出
来
ル
事
二
女
之
ト
存
候
。
其
後
独
乙
代
理
公
使
へ
御
面
会
有
之
候
哉
。
今
日
午
後
面
会
之
義
申

来
候
二
付
、
一
二
時
二
罷
越
候
ヘ
ハ
可
致
面
会
段
及
返
答
置
候
。

昨
日
ヘ
ラ
ル
ド
記
者
ブ
ル
ッ
ク
ス
来
訪
、
同
人
欧
州
巡
回
之
談
話
承
吊
上
同
人
之
気
付
二
而
ハ
条
約
改
正
出
歯
二
十
四
五
年
間
之
継
続
二
而
英
政
府
之
宮

様
等
も
此
問
題
肥
船
飽
キ
退
屈
之
様
子
二
十
、
日
本
政
府
断
行
手
段
ヲ
以
千
八
百
九
十
年
即
明
治
二
十
三
年
ヲ
限
り
旧
条
約
廃
止
之
発
議
ヲ
持
出
シ
、
同

年
以
後
ハ
日
本
二
居
住
ス
ル
外
国
人
ハ
凡
テ
日
本
法
権
に
服
従
ス
ベ
シ
、
若
シ
之
ヲ
否
ム
モ
ノ
ハ
日
本
ヲ
立
去
ル
ベ
シ
、

ラ
バ
内
外
人
協
同
ノ
理
事
ヲ
組
織
シ
其
議
定
ス
ル
所
ノ
価
格
ヲ
角
器
財
産
ヲ
日
本
政
府
二
買
収
ス
ベ
シ
、

之
候
海
髪
、
外
国
新
聞
記
者
ニ
シ
テ
密
二
此
説
ヲ
提
出
ス
ル
ハ
随
分
面
白
キ
事
ト
存
候
而
、
其
儘
聞
置
申
候
。
先
生
へ
申
入
度
候
二
品
通
弁
ヲ
要
ス
ル
ニ

付
小
生
へ
相
話
ト
ノ
事
ナ
リ
。
一
奇
事
ト
シ
テ
御
聞
薦
被
下
度
、
面
外
譲
面
曙
。
下
々
頓
首

四
月
十
八
日
　
博
文

　
　
大
隈
殿

　
　
　
　
　
其
者
ニ
シ
テ
不
動
産
所
有
者
タ

ト
ノ
意
ナ
リ
。
如
斯
之
暴
壷
網
被
行
事
ニ
ハ
無

　
こ
の
書
簡
は
『
大
隈
文
書
目
録
』
で
は
明
治
二
二
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
文
中
「
独
乙
代
理
公
使
へ
御
面
会
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
ホ

ル
レ
ー
ベ
ン
不
在
の
二
一
年
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
（
そ
の
不
在
期
間
は
第
一
章
註
⑫
参
照
）
。
文
中
の
「
ヘ
ラ
ル
ド
記
者
ブ
ル
ッ

ク
ス
」
は
横
浜
の
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ヘ
ラ
ル
ド
』
発
行
人
兼
編
集
者
イ
ギ
リ
ス
人
ブ
ル
ッ
ク
（
｝
■
頃
．
H
W
H
O
O
犀
Φ
）
で
あ
ろ
う
。
伊
藤
は
傍
線
部
の
よ

う
な
廃
棄
論
を
暴
論
と
し
な
が
ら
も
大
隈
の
参
考
に
供
し
た
わ
け
で
あ
る
。
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⑳

　
ハ
ウ
ス
論
文
に
対
す
る
日
本
政
府
の
受
け
止
め
方
は
史
料
的
に
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
伊
藤
・
井
上
ら
の
影
響
が
強
い
『
東
京
日
日
薪
聞
』

が
大
隈
入
閣
後
の
二
一
年
二
月
二
五
日
か
ら
三
月
三
日
ま
で
七
回
に
わ
け
て
同
論
文
を
「
日
本
国
導
管
論
」
と
し
て
訳
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

ら
、
大
隈
も
含
め
て
少
な
く
と
も
否
定
的
で
な
い
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
同
紙
は
連
載
開
始
に
あ
た
っ
て
、
「
其
説
く
所
或
ハ
矯
に
過

て
当
を
失
ふ
も
の
無
き
に
非
ざ
る
が
如
き
ハ
年
上
終
に
至
り
て
所
見
を
開
陳
し
其
批
評
を
下
す
べ
し
」
と
ハ
ウ
ス
の
論
旨
が
や
や
矯
激
で
あ
る

と
断
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ハ
ウ
ス
は
外
国
側
責
任
の
糾
弾
に
急
だ
が
日
本
側
に
も
法
典
未
整
備
等
の
事
情
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
率
先
は

結
構
だ
が
最
恵
国
条
款
の
適
用
に
よ
り
無
用
の
混
乱
を
招
く
お
そ
れ
も
あ
る
、
条
約
廃
棄
通
知
に
関
し
て
も
ハ
ウ
ス
と
て
危
険
が
な
い
わ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
等
と
外
国
に
対
し
慎
重
か
つ
融
和
的
な
趣
旨
の
コ
メ
ン
ト
を
掲
載
し
た
。

　
ハ
ウ
ス
か
ら
大
隈
に
進
雷
さ
れ
て
い
た
こ
の
廃
棄
戦
術
は
、
そ
れ
へ
の
賛
否
は
別
と
し
て
こ
の
よ
う
に
薪
聞
を
通
じ
広
く
認
知
さ
れ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
は
、
通
常
い
わ
れ
る
よ
う
な
大
隈
の
「
強
硬
政
略
」
的
性
格
を
出
発
点
か
ら
規
定
し
、
ガ
ビ
ン
ズ
に
よ
っ
て
度
外
視
さ
れ
て
い
た
選
択
肢
を

組
み
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
第
四
章
1
に
述
べ
る
最
恵
国
待
遇
の
有
条
件
的
解
釈
と
と
も
に
、
「
清
国
問
題
」
や
内
地
開
放
の
価
値

如
何
に
関
す
る
障
害
を
も
克
服
す
る
材
料
と
な
っ
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
以
後
も
ハ
ウ
ス
の
献
策
や
宣
伝
活
動
は
つ
づ
く
。
も
っ
と
も
大
隈
外
相
の
条
約
改
正
交
渉
は
ハ
ウ
ス
の
い
う
よ
う
な
廃
棄
一
本
槍
の
強
硬
路

線
で
は
な
く
、
前
述
し
た
＝
月
企
画
や
伊
藤
案
の
よ
う
な
過
渡
的
内
地
開
放
案
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
る
の
か
、

以
下
大
隈
就
任
以
後
の
方
針
形
成
を
あ
と
づ
け
て
み
る
。

①
現
在
の
到
達
点
と
し
て
高
橋
正
則
「
議
会
政
治
へ
の
軌
道
を
敷
い
た
大
隈
の
入

　
閣
－
伊
藤
博
文
と
の
関
係
に
お
け
る
考
察
1
」
（
『
政
治
学
論
集
㎞
第
一
五
号
、

　
昭
和
五
七
年
）
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

②
た
と
え
ば
「
は
じ
め
に
」
の
註
③
深
谷
論
文
九
八
・
＝
五
～
＝
六
頁
、
本

　
疏
註
①
高
橋
論
文
三
二
∴
一
一
三
頁
。
ま
た
二
一
年
四
月
二
六
日
井
上
馨
は
ト
レ
ン

　
チ
を
訪
問
し
て
黒
田
の
首
摺
就
任
見
込
み
（
王
○
日
付
で
正
式
に
発
表
さ
れ
た
）

　
を
内
密
に
告
げ
、
以
下
の
旨
を
述
べ
て
い
る
。
「
薩
摩
閥
（
長
州
入
よ
り
も
党
派

　
的
。
訂
目
冨
ぴ
で
あ
る
）
は
既
に
強
す
ぎ
る
偏
た
め
「
自
分
の
辞
任
の
際
肥
前
人

　
で
あ
る
大
隈
伯
爵
（
そ
の
能
力
を
井
上
伯
は
認
め
て
い
る
）
を
彼
は
後
任
に
強
く

　
推
し
た
。
も
う
一
つ
の
目
的
は
国
会
開
設
を
見
す
え
て
政
府
を
強
化
す
る
こ
と
だ

　
つ
た
。
」
（
男
・
○
．
膳
①
＼
G
。
刈
9
翼
。
．
し
。
刈
．
雷
門
象
0
7
8
ω
”
｝
冴
げ
β
蔓
．
》
℃
江
一
純
。
。
甲
一
Q
。
c
。
c
。
．
）
。

③
伊
藤
隆
「
明
治
一
七
±
罵
二
年
の
立
憲
改
進
党
一
国
会
開
設
以
前
に
お
け
る
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政
党
の
一
考
察
…
一
」
（
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
集
発
行
咽
社
会
科
学
の

　
基
本
問
題
㎞
下
巻
、
昭
和
三
八
年
目
六
三
三
～
六
三
五
頁
、
本
章
註
①
高
橋
論
文

　
一
二
一
二
頁
。

④
稲
田
正
次
氏
は
「
条
約
改
正
に
関
し
て
自
己
の
抱
負
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
野

　
望
に
駆
ら
れ
た
か
、
或
は
改
進
党
の
党
勢
拡
張
の
た
め
に
有
利
と
判
断
し
た
か
、
」

　
と
結
論
を
差
し
控
え
（
萌
治
憲
法
成
立
史
』
下
、
有
斐
閤
、
昭
和
三
七
年
、
五

　
三
二
・
五
三
三
頁
）
、
中
村
尚
美
氏
も
「
な
お
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
」
と

　
し
て
い
る
（
「
大
隈
外
相
と
条
約
改
正
」
『
歴
史
教
育
』
九
巻
一
号
、
昭
和
三
六

　
年
）
。

⑤
大
隈
は
二
〇
年
～
二
月
二
七
日
に
伊
藤
・
黒
田
か
ら
「
政
治
上
会
合
の
求
」
を

　
受
け
た
が
（
明
治
（
二
一
）
年
二
月
一
八
日
伊
藤
宛
山
県
有
朋
書
簡
別
紙
の
山
田

　
武
甫
・
嘉
悦
氏
房
宛
矢
野
書
簡
、
一
月
一
九
B
付
、
『
伊
藤
文
書
』
八
）
、
聞
に
立

　
つ
た
大
木
喬
任
元
老
院
議
長
は
翌
年
…
月
七
日
に
は
既
に
マ
日
義
の
主
張
」
門
内

　
閣
人
物
」
に
つ
い
て
の
大
隈
の
譲
歩
を
確
信
し
て
い
る
（
一
月
八
日
付
伊
藤
宛
大

　
木
書
簡
（
日
本
史
籍
協
会
編
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
第
五
巻
、
昭
和
九
年
、
一

　
五
七
・
　
五
八
頁
）
。

⑥
井
上
光
貞
他
編
欄
日
本
歴
史
大
系
普
及
版
1
3
明
治
国
家
の
成
立
㎞
（
山
川
出

　
版
社
、
一
九
九
六
年
、
原
版
は
一
九
八
七
年
）
、
四
一
〇
頁
。

⑦
た
と
え
ば
山
本
茂
欄
条
約
改
正
八
田
（
高
山
書
院
、
昭
和
一
八
年
）
三
三
三
頁
、

　
「
は
じ
め
に
」
の
註
③
深
谷
論
文
一
一
四
～
＝
七
頁
。

⑧
明
治
　
＝
年
二
月
二
日
獄
門
探
聞
」
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵

　
「
三
島
通
庸
関
係
文
書
」
（
以
下
「
三
島
文
書
」
と
略
記
）
五
四
〇
…
五
イ
）
。

　
「
は
じ
め
に
し
の
註
④
小
宮
論
文
二
Ω
二
頁
に
よ
る
。

⑨
た
と
え
ば
最
も
重
い
満
三
ヶ
年
の
退
去
者
八
名
中
、
改
進
党
関
係
は
尾
崎
行
雄

　
の
み
で
あ
る
（
寺
崎
修
「
保
安
条
例
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
」
手
塚
豊
編
噌
近
代

　
日
本
史
の
新
研
究
㎞
双
、
北
樹
出
版
、
一
九
九
一
年
、
に
よ
る
）
。

⑩
ハ
ッ
バ
ー
ド
は
先
の
会
議
に
お
け
る
主
要
な
障
害
を
「
日
本
の
「
反
対
」
党

　
（
跨
①
．
．
○
竈
。
。
。
三
〇
p
、
、
剛
鋤
汽
三
一
p
智
℃
繕
と
と
「
列
国
」
だ
と
し
て
、
そ
の
間

　
を
「
す
り
抜
け
る
」
こ
と
が
次
の
計
画
に
求
め
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
葡
出

　
賭
．
》
漏
ら
。
し
。
＼
窃
。
。
■
宕
ρ
ミ
P
国
信
げ
訂
畿
8
切
ミ
碧
q
し
§
⑦
一
ρ
一
。
。
。
。
。
。
．
）
。

⑪
明
治
～
五
年
の
小
野
の
演
説
を
拡
充
し
て
成
っ
た
論
文
が
、
二
〇
年
五
月
に
出

　
版
さ
れ
た
『
東
洋
遺
稿
』
中
の
「
条
約
改
正
論
」
で
、
そ
の
骨
子
は
最
恵
團
条
款

　
無
効
化
の
談
判
、
国
別
談
判
、
通
商
条
約
と
修
好
条
約
の
分
離
、
と
い
っ
た
も
の

　
で
あ
る
（
『
小
野
梓
全
集
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
第
三
巻
、
昭
憩
五
五
年
）
。

⑫
元
老
院
議
官
尾
崎
三
良
は
明
治
二
〇
年
一
二
月
付
で
伊
藤
首
相
口
外
稲
に
覚
書

　
を
呈
し
て
い
る
（
伊
藤
隆
・
尾
崎
春
盛
編
『
尾
崎
三
良
日
記
』
中
巻
、
中
央
公
論

　
社
、
一
九
九
　
年
、
｝
六
五
～
｝
六
八
頁
に
よ
れ
ば
一
二
月
二
〇
日
）
。
「
先
年
露

　
国
ヨ
リ
帰
朝
ノ
途
次
筆
記
セ
シ
」
別
紙
は
「
上
内
閣
執
政
論
外
再
出
（
明
治
一
四

　
年
…
二
月
草
）
」
と
題
さ
れ
、
六
年
前
の
も
の
で
あ
っ
た
。
最
恵
團
条
款
有
条
件

　
的
解
釈
の
目
張
及
び
「
魯
米
伊
」
を
主
た
る
与
国
と
し
た
国
別
交
渉
に
言
及
し
て

　
い
る
（
伊
藤
博
文
編
糊
秘
儀
類
纂
外
交
篇
隔
上
巻
、
昭
和
九
年
、
復
刻
”
原
書

　
房
、
昭
和
四
四
年
、
及
び
咽
条
約
文
書
』
追
補
、
四
九
号
文
書
）
。

⑬
元
老
院
議
官
柳
原
前
光
は
二
～
年
二
月
六
日
大
隈
宛
に
「
往
年
玉
什
在
住
中
尾

　
崎
三
良
ト
協
議
同
人
筆
記
」
の
意
見
書
「
外
交
政
略
編
一
冊
」
を
呈
し
て
い
る
が

　
お
そ
ら
く
尾
崎
が
伊
藤
に
呈
し
た
の
と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
柳
原
は
こ
れ
に

　
関
連
し
て
尾
崎
意
見
轡
の
二
点
に
加
え
（
た
だ
し
柳
原
は
米
を
与
国
と
し
て
英
独

　
仏
の
対
抗
を
利
用
す
べ
し
と
す
る
）
法
律
以
下
内
政
整
理
に
よ
る
条
件
整
備
、
厳

　
秘
主
義
、
「
朝
野
一
致
」
等
を
強
調
し
、
ま
た
「
十
日
後
二
参
館
」
し
て
詳
細
を

　
献
策
す
る
と
し
て
い
る
（
糊
大
隈
重
信
関
係
文
書
㎞
第
五
巻
、
一
六
二
～
一
六
三

　
頁
）
。

⑭
稲
生
町
太
郎
『
条
約
改
正
論
の
歴
史
的
展
開
』
小
峯
書
店
、
一
九
七
六
年
、
九

　
四
～
九
五
、
　
二
二
一
一
～
一
二
二
六
頁
。
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大隈条約改正交渉再考（大石）

⑮
「
探
聞
」
に
よ
れ
ば
柳
原
は
二
月
～
六
日
に
大
隈
を
訪
問
し
て
い
る
（
「
三
島

　
文
書
」
五
閥
○
…
二
八
）
。

⑯
判
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
第
五
巻
一
四
二
～
一
五
〇
頁
の
明
治
二
〇
年
と
さ
れ

　
る
和
文
書
簡
は
早
稲
田
大
学
所
蔵
門
大
隈
文
書
」
の
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
に
は
見

　
あ
た
ら
な
い
が
、
同
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
O
O
。
○
。
①
の
英
文
書
簡
（
一
八
八
七
年

　
一
〇
月
七
日
付
）
が
そ
の
原
文
で
あ
ろ
う
。
翻
訳
の
際
に
日
付
や
発
信
地
が
欠
落

　
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ハ
ウ
ス
（
一
八
三
六
～
一
九
〇
一
）
の
履
歴
に
つ
い
て

　
は
大
谷
正
「
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ハ
ワ
ー
ド
・
ハ
ウ
ス
詮
考
l
l
「
旅
順
虐
殺
事
件
の

　
一
考
察
」
補
遺
（
一
）
1
」
（
『
専
修
法
学
論
集
験
四
八
、
～
九
八
八
年
）
を
参

　
照
。

⑰
当
時
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
外
交
文
轡
は
四
望
問
前
後
で
到
着
し
て
い
る
。

⑱
明
治
；
奪
六
月
に
英
字
紙
『
ト
ウ
キ
ョ
ウ
・
タ
イ
ム
ズ
』
を
休
刊
し
て
か
ら

　
一
五
年
春
ま
で
の
、
日
本
政
府
の
依
頼
に
よ
り
宣
伝
活
動
に
従
事
し
た
欧
米
巡
遊

　
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
大
谷
正
『
近
代
日
本
の
対
外
宣
伝
』

　
（
研
文
出
版
、
～
九
九
四
年
）
九
三
・
九
四
頁
を
参
照
。

⑲
中
村
尚
美
「
米
国
の
下
関
償
金
返
還
論
に
つ
い
て
」
（
『
大
隈
研
究
』
第
一
輯
、

　
　
九
五
～
年
）
、
杉
井
六
郎
門
パ
ー
ク
ス
非
難
論
争
」
（
『
史
林
』
三
八
－
四
、
一

　
九
五
五
年
）
が
個
々
の
事
績
に
つ
い
て
の
ハ
ウ
ス
の
関
与
を
取
扱
う
。

⑳
「
は
じ
め
に
」
の
註
⑦
佐
々
木
論
文
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
が
廃
棄
論

　
に
は
さ
ら
に
先
立
つ
長
い
前
史
が
あ
る
。

⑳
　
駐
米
陸
奥
公
使
は
赴
任
（
明
治
二
一
年
五
月
二
〇
日
出
発
）
当
初
よ
り
ハ
ウ
ス

　
と
の
接
触
を
大
隈
か
ら
要
請
さ
れ
て
お
り
（
八
月
八
日
付
陸
奥
宛
大
隈
書
簡
（
国

　
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
門
陸
奥
宗
光
関
係
文
書
」
（
以
下
「
陸
奥
文
書
］

　
と
略
記
）
九
〇
1
2
）
、
ま
た
【
＝
　
年
一
月
二
五
日
付
で
加
藤
秘
書
宮
か
ら
発
遣

　
さ
れ
た
機
密
書
簡
に
よ
る
と
、
本
省
機
密
費
か
ら
二
〇
〇
〇
円
が
ア
メ
リ
カ
の
新

　
聞
紙
上
へ
の
世
論
工
作
費
と
し
て
ハ
ウ
ス
へ
「
贈
与
」
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
待
遇

　
は
少
な
く
と
も
二
五
年
ま
で
続
い
た
（
外
務
省
記
録
八
－
三
一
五
一
一
「
米
国
入

　
門
ハ
ウ
ス
」
へ
年
金
及
手
嶺
金
給
与
一
件
」
）
。
本
章
註
⑱
大
谷
論
文
二
四
七
・
二

　
四
八
頁
も
参
照
。

⑳
　
ス
ミ
ス
（
滞
日
期
間
明
治
囚
～
九
年
）
に
関
し
て
は
今
井
庄
次
『
お
雇
い
外
国

　
入
⑫
外
交
』
（
鹿
島
出
版
会
、
昭
和
五
〇
年
）
四
七
～
六
〇
頁
参
照
。
ま
た
「
大

　
隈
文
書
福
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〉
僻
課
。
。
の
門
条
約
改
訂
考
イ
ヒ
　
ス
ミ
ス
」

　
と
題
す
る
意
見
書
和
訳
は
、
ハ
ウ
ス
同
様
ア
メ
リ
カ
の
役
割
を
強
調
し
、
条
約
廃

　
棄
権
掌
握
を
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
勧
告
し
て
い
る
。

⑳
　
イ
ギ
リ
ス
駐
日
代
理
公
使
ト
レ
ン
チ
（
℃
．
H
へ
①
℃
O
①
H
日
H
㊦
昌
O
ぴ
）
は
一
八
八
八

　
年
一
月
一
七
日
付
報
告
で
、
ア
メ
リ
カ
の
姿
勢
に
対
す
る
ハ
ウ
ス
の
分
析
は
正
確

　
で
あ
る
と
認
め
な
が
ら
も
、
ハ
ウ
ス
論
文
は
門
日
本
の
擁
護
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ

　
た
厚
か
ま
し
い
虚
偽
の
陳
述
の
適
例
」
で
あ
る
と
罵
倒
し
て
い
る
（
閃
．
O
．

　
悉
＼
ω
刈
⑩
．
累
。
．
一
一
・
ゆ
①
琴
茸
。
留
一
一
。
。
暫
華
冑
戸
§
一
。
。
。
。
。
。
．
）
。

⑳
　
　
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
㎞
（
以
下
、
『
メ
イ
ル
』
と
略
記
）
、

　
～
八
八
八
年
二
月
～
八
日
。

⑮
　
「
こ
と
に
よ
る
と
結
局
日
本
は
条
約
を
破
棄
（
感
量
象
限
⑦
）
せ
ざ
る
を
得
な

　
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
し
、
「
そ
れ
以
外
の
方
策
で
は
果
て
し
な
い
徒
労
を
終

　
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
ず
っ
と
考
え
て
き
た
多
く
の
傍
観
者
が
い
る
」
、
と

　
述
べ
て
い
る
（
『
メ
イ
ル
翫
三
月
一
七
目
）
。

⑳
西
田
長
寿
『
明
治
時
代
の
新
聞
と
雑
誌
㎞
（
至
文
堂
、
昭
和
三
六
年
）
一
六

　
七
・
一
六
八
頁
。

⑳
　
　
門
豊
隆
絆
甘
口
（
判
東
京
日
日
新
聞
』
明
治
｝
＝
年
三
月
四
日
・
六
日
・
七
日
）
。

⑳
　
遅
く
と
も
明
治
～
二
年
六
月
の
時
点
で
呂
本
政
府
は
、
米
英
独
つ
い
で
露
伊
填

　
の
合
意
を
ま
ず
取
り
付
け
（
仏
に
つ
い
て
は
悲
観
的
）
さ
ら
に
「
諸
小
国
」
と
開

　
談
し
、
も
し
妥
結
し
な
け
れ
ば
廃
棄
を
宣
書
す
る
、
と
の
シ
ナ
リ
オ
を
構
想
し
て

　
い
る
（
窯
．
〉
’
一
Q
Q
Q
。
＼
窃
。
。
．
犠
O
．
蒔
刈
P
自
¢
び
げ
学
風
8
切
爵
震
鮮
｝
§
Φ
一
α
－
一
Q
Q
Q
。
Q
。
．
）
。
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⑳
　
た
と
え
ば
ア
メ
り
カ
の
雑
誌
㎎
ニ
ュ
ー
・
プ
リ
ン
ス
ト
ン
・
レ
ヴ
ュ
ー
隔
（
一

　
八
八
八
年
一
月
号
・
三
月
号
）
に
論
説
「
日
本
に
お
け
る
関
税
」
「
日
本
に
お
け

　
る
外
国
裁
判
権
」
を
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
『
東
京
日
々
薪
聞
』
は
二
～
年
四
月

　
一
四
日
・
一
五
日
・
～
七
日
に
「
日
本
に
関
す
る
米
国
の
評
論
」
を
連
載
し
、

『
ニ
ュ
ー
ヨ
…
ク
・
毎
週
ポ
ス
ト
隔
紙
上
で
の
日
本
攻
撃
に
対
す
る
「
S
」
や
ハ

ウ
ス
の
対
抗
（
二
月
二
一
日
）
、
等
の
様
子
を
報
じ
て
い
る
。
同
様
の
情
報
は
四

月
…
一
一
冒
の
『
メ
イ
ル
㎞
紙
上
に
も
掲
載
さ
れ
た
。
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第
三
章
改
正
案
の
形
成

1
　
井
　
上
　
私
　
案

　
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
二
月
一
日
の
外
相
就
任
後
ま
も
な
く
、
大
隈
は
伊
藤
首
相
と
相
談
し
て
井
上
馨
宮
中
顧
問
官
に
、
日
本
人
の
間

に
「
合
意
と
妥
協
」
を
も
た
ら
し
「
欧
州
強
国
及
び
合
衆
国
の
同
意
を
も
受
け
る
よ
う
な
計
画
」
を
起
草
す
る
よ
う
懇
請
し
た
ら
し
い
（
前
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
①

客
｝
δ
ω
＼
α
c
。
．
客
ρ
ミ
⑩
．
）
。
大
隈
案
反
対
運
動
が
激
化
し
た
の
ち
伊
藤
・
井
上
が
消
極
的
な
が
ら
反
対
に
回
っ
た
と
の
通
説
像
か
ら
す
る
と
意

外
な
事
実
だ
が
、
逆
に
大
隈
就
任
の
経
緯
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
不
自
然
で
は
な
い
。
そ
の
『
進
歩
的
』
姿
勢
が
両
者
に
共
通
す
る
こ
と
は
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

時
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
。

　
井
上
は
こ
れ
に
こ
た
え
四
月
中
旬
ま
で
に
は
新
た
な
企
画
（
以
下
「
井
上
私
案
」
と
呼
ぶ
）
を
作
成
提
示
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
《
井
上
伯

爵
に
よ
り
条
約
改
正
の
基
礎
と
し
て
提
出
さ
れ
た
非
公
式
企
画
》
と
題
さ
れ
た
こ
の
案
（
瓢
．
》
」
ω
ω
＼
α
。
。
■
頃
ρ
ミ
リ
高
p
9
客
。
．
ご
は
、
そ
の

「
目
的
（
。
ぴ
噺
Φ
g
）
」
を
「
外
国
人
に
対
し
商
業
上
産
業
上
の
目
的
の
た
め
、
居
留
地
外
に
お
い
て
あ
る
年
限
自
由
旅
行
や
家
屋
土
地
の
賃
貸
を

許
可
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
、
以
下
八
箇
条
の
「
条
件
（
O
O
海
仙
一
け
一
〇
雛
ω
）
」
を
列
挙
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
案
を
臨
画
す
れ
ば
、
日
本
法
権
へ
の
従
属
や
不
動
産
賃
貸
許
可
を
伴
う
内
地
開
放
（
一
～
三
）
と
同
時
に
関
税
改
訂
作
業
も
開

始
さ
れ
（
六
）
、
法
典
完
成
の
暁
に
は
即
時
に
領
事
裁
判
権
が
撤
廃
さ
れ
る
（
七
）
と
い
う
も
の
で
、
内
地
で
の
内
国
人
並
課
税
（
居
留
地
内
で

は
「
工
業
及
び
製
造
に
関
す
る
」
も
の
の
み
）
（
四
）
や
条
件
付
き
均
霧
主
義
（
八
）
を
も
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。
一
月
時
点
の
前
出
伊
藤
案
に
残
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存
し
て
い
た
よ
う
な
、
正
式
条
約
よ
り
も
国
内
立
法
措
置
に
依
拠
す
る
性
格
は
払
拭
さ
れ
て
お
り
、
単
な
る
外
国
人
へ
の
利
便
供
与
に
と
ど
ま

ら
な
い
全
面
的
改
正
案
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ハ
ッ
バ
ー
ド
が
批
評
す
る
よ
う
に
、
「
外
国
人
判
事
に
よ
る
日
本
法
の
一
五
年
間
の

執
行
」
は
姿
を
消
し
、
同
様
に
「
日
本
の
法
典
編
纂
は
調
印
批
准
の
条
件
と
し
て
は
公
式
に
は
消
え
去
っ
た
」
（
匿
〉
」
ω
も
。
＼
O
。
。
．
鶉
。
．
ミ
P
H
⇒
9

累
。
』
’
）
よ
う
に
見
え
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
会
議
最
終
案
や
一
一
月
企
画
か
ら
日
本
側
に
と
っ
て
望
ま
し
い
方
向
に
踏
み
出
し
た
案
で
あ
っ

た
。
「
過
去
に
お
け
る
条
約
改
正
交
渉
」
で
活
躍
し
て
き
た
井
上
が
「
当
然
に
か
つ
用
心
深
く
幾
分
か
逆
の
極
点
に
達
し
た
」
（
累
〉
昌
ω
ω
＼
㎝
。
。
■

客
。
．
ミ
リ
’
）
も
の
と
の
ハ
ッ
バ
ー
ド
の
観
察
が
当
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
な
お
、
井
上
私
案
の
時
期
は
不
明
瞭
だ
が
、
第
二
章
2
の
明
治
二
一
年
四
月
一
八
日
付
大
隈
宛
伊
藤
書
簡
冒
頭
の
「
米
国
公
使
之
案
」
は
お

そ
ら
く
井
上
私
案
を
下
敷
き
に
し
た
ハ
ッ
バ
ー
ド
私
案
で
あ
り
、
井
上
私
案
は
こ
れ
以
前
に
提
出
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
ま
た
、
第
二

章
2
で
ふ
れ
た
伊
藤
案
の
う
ち
只
伊
藤
伯
案
の
大
意
）
」
（
『
秘
書
類
纂
外
交
篇
』
下
巻
所
収
）
が
井
上
私
案
の
和
訳
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る

（「

ﾍ
じ
め
に
」
の
註
④
藤
原
論
文
・
上
、
三
四
六
頁
註
⑦
）
が
、
誤
り
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
こ
の
私
案
以
下
一
連
の
経
緯
に
関
す
る
史
料
が
ア
メ
リ
カ
国
務
省
文
書
に
集
中
し
て
残
存
し
て
い
る
の
は
、
第
一
章
2
に
ふ
れ
た
よ

う
に
ド
イ
ツ
公
使
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
帰
国
に
際
し
て
日
本
政
府
と
の
い
わ
ば
相
談
役
を
ハ
ッ
バ
ー
ド
が
引
き
継
い
だ
た
め
で
あ
る
。
日
本
側
と
し

て
は
ド
イ
ツ
に
加
え
ア
メ
リ
カ
を
も
「
理
解
者
」
に
し
て
お
く
こ
と
に
異
存
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
に
し
て
も
既
得
権
益
が
イ
ギ
リ
ス
ほ
ど
膨
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
比
較
的
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
を
も
っ
て
振
る
舞
え
た
。
こ
う
し
て
、
ハ
ッ
バ
ー
ド
を
交
え
た
初
期
段
階
の
準
備
作
業
は
、

国
務
省
宛
に
逐
一
報
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
案
に
対
し
て
批
評
を
求
め
ら
れ
た
の
は
、
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
か
ら
後
事
を
託
さ
れ
た
ハ
ッ
バ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
日
本
側
に
と
っ
て
ア
メ
リ

カ
の
賛
意
は
も
と
も
と
ほ
ぼ
確
実
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
相
談
は
「
『
私
〔
ハ
ッ
バ
ー
ド
一
引
用
者
〕
自
身
の
見
解
』
を
確
か
め
る
た
め
と
い
う

よ
り
は
、
む
し
ろ
前
の
企
画
へ
の
反
対
を
満
足
さ
せ
う
る
計
画
を
提
供
す
る
た
め
に
」
（
鷹
’
〉
．
陣
ω
ω
＼
①
O
Q
．
累
。
■
み
刈
O
．
）
行
わ
れ
た
と
い
う
。
し
た

が
っ
て
《
井
上
伯
爵
の
非
公
式
計
画
に
関
す
る
ハ
ッ
バ
ー
ド
氏
の
コ
メ
ン
ト
と
覚
書
》
（
客
鋭
冨
ω
＼
窃
。
。
．
駕
ρ
ミ
リ
聖
職
9
客
ρ
卜
。
．
）
は
他
の
列
強
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の
立
場
を
付
度
し
て
率
直
に
厳
し
い
も
の
に
な
っ
た
。

　
ま
ず
数
年
間
の
部
分
的
内
地
開
放
期
間
に
お
い
て
外
国
人
に
不
動
産
賃
貸
の
み
を
許
可
し
所
有
を
許
さ
な
い
の
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の

賃
貸
に
付
さ
れ
た
期
限
が
法
典
編
纂
に
左
右
さ
れ
て
流
動
的
で
あ
っ
て
は
用
を
な
さ
な
い
、
と
い
う
（
井
上
私
案
の
「
目
的
」
及
び
一
・
三
）
。
ま

た
領
事
裁
判
権
廃
止
の
条
件
と
し
て
の
法
典
完
成
に
つ
い
て
「
そ
の
立
法
の
性
格
な
い
し
期
日
に
つ
い
て
の
、
あ
る
い
は
西
洋
の
法
の
一
般
的

精
神
と
の
調
和
如
何
に
つ
い
て
の
規
定
を
欠
く
」
旨
等
が
指
摘
さ
れ
る
（
同
七
）
。
こ
の
よ
う
な
批
評
の
上
に
立
っ
て
ハ
ッ
バ
ー
ド
は
同
じ
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

期
独
自
の
案
（
以
下
「
ハ
ッ
バ
ー
ド
私
案
」
と
呼
ぶ
）
を
提
示
し
た
。

2

ハ
ッ
バ
ー
ド
私
案
と
そ
の
後
の
展
開

　
ハ
ッ
バ
ー
ド
私
案
の
要
点
は
、
外
国
側
が
領
事
裁
判
権
を
五
年
間
現
状
維
持
で
き
（
第
一
）
、
さ
ら
に
つ
づ
く
五
年
間
日
本
の
法
制
度
の
下

で
運
用
し
（
第
二
）
、
結
局
批
准
後
一
〇
年
を
経
て
の
廃
止
が
予
定
さ
れ
る
（
第
三
）
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
前
半
の
五
年
間
に
既
に
旅
行
・
土

地
家
屋
賃
貸
が
許
可
さ
れ
（
第
四
）
、
六
年
目
以
降
は
居
留
地
外
で
日
本
の
排
他
的
裁
判
権
に
服
す
と
同
時
に
不
動
産
購
入
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
（
第
五
）
。
日
本
側
と
し
て
は
批
准
一
年
後
か
ら
関
税
自
主
権
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
第
八
）
。
こ
の
ほ
か
、
居
留
地
外
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

日
本
臣
民
と
全
く
同
様
の
課
税
を
外
国
人
は
受
け
る
と
い
う
文
言
が
欠
落
し
「
当
今
の
文
明
」
「
西
洋
諸
国
の
法
の
一
般
精
神
」
へ
の
言
及
が

あ
る
点
（
第
七
）
、
な
ど
が
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
後
半
が
日
本
法
制
度
の
下
で
の
運
用
で
は
あ
っ
て
も
、
領
事
裁
判
権
存
続
の
一
〇
年
と

い
う
期
間
は
、
会
議
最
終
案
や
大
隈
案
の
五
年
と
比
べ
て
も
格
段
に
長
く
な
っ
て
い
る
点
が
特
徴
的
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
の
ハ
ッ
バ
ー
ド
私
案
に
対
し
て
伊
藤
首
相
は
難
色
を
示
し
た
よ
う
だ
が
、
と
も
か
く
こ
の
案
は
井
上
私
案
と
と
も
に
五
月
以
降
は
黒
田
首

相
の
下
で
コ
面
し
て
内
閣
の
検
討
対
象
と
さ
れ
」
、
六
月
一
五
日
の
時
点
で
は
依
然
「
明
確
な
行
動
を
見
す
え
て
真
剣
に
考
察
さ
れ
て
」

（
乞
．
》
梱
H
Q
Q
Q
◎
＼
α
c
Q
．
属
。
■
剃
刈
⑩
■
）
い
た
。
ハ
ッ
バ
ー
ド
の
観
察
が
正
し
け
れ
ば
、
政
府
は
こ
の
よ
う
に
し
て
暫
定
的
内
地
開
放
措
置
と
い
う
伊
藤
兼

任
外
相
期
か
ら
の
行
き
が
か
り
を
脱
し
て
、
新
た
な
基
礎
に
た
つ
全
面
的
改
正
案
の
策
定
に
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
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大隈条約改正交渉再考（大石）

　
さ
て
、
以
後
の
土
台
と
な
る
こ
の
二
私
案
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、
次
の
三
点
を
挙
げ
た
い
。
即
ち
（
一
）
外
国
人
裁
判
官
任
用
や
法
典

の
交
付
な
い
し
審
査
を
明
示
的
前
提
と
せ
ず
、
（
二
）
領
事
裁
判
権
撤
廃
と
ひ
き
か
え
に
内
地
の
不
動
産
所
有
権
を
付
与
す
る
こ
と
を
考
え
て

お
り
、
そ
し
て
（
三
）
薪
条
約
の
利
益
に
均
欲
す
る
条
件
と
し
て
新
条
約
の
課
す
義
務
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
た

点
、
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
（
～
）
の
問
題
と
な
る
譲
歩
の
二
点
は
、
草
案
の
中
に
ま
だ
明
瞭
な
形
を
取
っ
て
お
ら
ず
、
（
二
）
も
こ
の
後
大
隈
案

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

で
は
変
更
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
以
後
の
ど
の
時
点
で
外
国
人
裁
判
官
任
用
や
法
典
交
付
が
復
活
し
、
内
地
不
動
産
所
有
の
批
准
後
即
時
許
可

が
盛
り
込
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
九
月
一
八
日
時
点
で
ハ
ッ
バ
ー
ド
の
つ
か
ん
で
い
た
情
報
に
よ
る
と
外
務
省
と
閣
議
の
検
討
は
ま
た
つ
づ
い
て
い
た
が
、
こ
の
段
階
の
概
要

は
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
「
現
在
外
務
省
と
帝
国
内
閣
で
行
わ
れ
て
い
る
置
歌
の
概
括
的
か
つ
主
要
な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
は
、
一
八

八
五
～
八
七
年
の
提
案
と
実
質
的
に
等
し
い
」
が
、
変
更
の
一
つ
は
「
外
国
籍
〔
裁
判
官
に
よ
る
1
引
用
者
〕
法
廷
」
で
あ
り
、
外
国
人
裁
判

宮
は
さ
き
の
会
議
に
お
け
る
三
〇
名
か
ら
九
名
に
減
り
、
日
本
の
法
典
は
列
国
の
審
査
（
韓
聾
。
幾
8
）
は
受
け
な
い
も
の
の
交
付
・
参
照
さ

れ
な
が
ら
交
渉
が
進
行
す
る
、
と
（
窒
》
昌
ω
も
。
＼
α
。
。
．
乞
9
0
0
b
・
出
¢
濫
費
貸
。
切
自
費
阜
ω
二
二
。
。
篇
。
。
。
。
。
。
噛
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
法
官
の
雇
用
が
九
人
と
い
う
の
は
大
隈
案
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
は
い
え
、
両
私
案
に
は
な
か
っ
た
法
典
交
付
規
定
や
外
国
人
法
官
雇
用
と

い
う
配
慮
が
、
六
月
～
九
月
中
旬
の
間
に
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
九
月
二
〇
日
の
陸
奥
公
使
宛
書
簡
で
加
藤
高
明
が
い
う
と
こ
ろ
の
、

「
外
国
人
ヘ
ノ
譲
歩
ヲ
余
程
減
シ
」
て
大
隈
が
「
随
分
成
功
ノ
望
ア
ル
モ
ノ
ト
前
腕
」
る
条
約
案
で
あ
ろ
う
（
「
陸
奥
文
書
」
六
八
1
1
）
。
な
お
、

前
述
（
二
）
の
変
更
に
つ
い
て
は
こ
の
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
変
更
が
誰
に
よ
っ
て
主
唱
さ
れ
た
な
の
か
に
つ
い
て
も
、
史
料
と

し
て
は
山
田
顕
義
法
相
の
関
与
を
示
唆
す
る
大
隈
の
発
言
を
伝
聞
し
た
翌
二
二
年
に
お
け
る
谷
干
城
の
日
記
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど

　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

め
た
い
。
こ
の
間
、
七
月
二
五
日
に
農
商
務
大
臣
と
し
て
入
閣
し
た
井
上
馨
も
閣
議
で
の
検
討
に
正
式
に
参
画
し
て
き
て
い
た
。

　
し
か
し
ほ
ぼ
固
ま
っ
て
い
た
こ
の
案
は
、
詳
細
は
不
明
な
が
ら
一
〇
月
二
六
日
の
時
点
で
も
ま
だ
「
確
定
二
至
ラ
ス
」
（
同
日
付
陸
奥
宛
加
藤

書
簡
、
「
陸
奥
文
書
」
六
八
1
1
）
最
終
決
定
は
遅
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
以
上
見
て
き
た
限
り
で
は
、
少
な
く
と
も
伊
藤
兼
任
外
相
ら
が
外
国
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公
使
へ
与
え
た
何
ら
か
の
言
質
が
事
態
を
動
か
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
系
譜
的
に
は
、
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
の
提
案
を
う

け
て
一
月
に
伊
藤
案
が
、
そ
の
延
長
上
に
大
隈
外
相
の
下
で
井
上
私
案
さ
ら
に
ハ
ッ
バ
ー
ド
私
案
が
四
月
ま
で
に
作
成
さ
れ
、
以
後
九
月
に
至

る
外
務
省
・
内
閣
の
検
討
を
経
て
大
隈
案
の
骨
格
が
間
ま
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
結
局
大
隈
は
、
交
渉
戦
略
は
別
と
し
て
、
改
正
案
に

関
し
て
は
白
紙
状
態
で
就
任
し
、
二
人
制
前
任
者
や
米
独
公
使
等
の
路
線
を
踏
襲
利
用
し
、
閣
議
で
も
妥
協
し
つ
つ
成
案
を
得
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
（
一
）
の
二
点
の
譲
歩
は
、
大
隈
の
交
渉
準
備
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
す

る
主
唱
者
が
誰
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
を
草
案
に
加
え
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
理
由
を
推
測
す
る
な
ら
、
前
年
の
会
議
以
来
の
経
緯
か
ら
列

強
と
の
妥
結
可
能
性
を
高
め
る
と
い
う
意
図
と
、
政
府
内
で
も
井
上
や
山
田
に
配
慮
し
て
閣
内
の
結
束
を
強
化
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
次
章
で
は
、
両
私
案
を
特
徴
づ
け
る
（
三
）
即
ち
最
恵
国
条
款
の
新
解
釈
等
の
交
渉
戦
略
を
め
ぐ
る
経
緯
を
分
析
す
る
。
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①
た
と
え
ば
第
二
章
註
⑦
山
本
論
文
三
八
三
頁
。

②
当
時
徳
畜
蘇
峰
が
伊
藤
・
井
上
・
大
隈
ら
を
「
道
理
分
子
」
と
目
し
た
と
の
指

　
摘
（
梶
田
明
宏
「
帝
国
議
会
開
設
以
前
に
お
け
る
徳
寓
蘇
峰
の
政
治
構
想
扁
『
日

　
本
歴
史
』
四
五
三
、
｝
九
八
六
年
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ハ
ッ
バ
ー
ド
も
ホ
ル

　
レ
ー
ベ
ン
へ
の
書
簡
中
「
大
隈
伯
が
条
約
改
正
に
つ
い
て
の
見
解
に
お
い
て
決
し

　
て
偏
狭
（
籠
子
雲
鉱
）
で
も
過
度
に
保
守
的
で
も
な
い
と
わ
か
っ
て
」
い
る
と
述

　
べ
て
い
る
（
属
9
》
．
一
ω
G
Q
＼
㎝
G
Q
．
累
O
．
偽
刈
O
．
H
口
。
ピ
瓢
。
’
麟
．
）
。

．
③
ハ
ッ
バ
ー
ド
は
、
「
前
提
と
し
て
我
々
自
身
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
は
も
ち

　
ろ
ん
扁
だ
が
、
米
政
府
は
日
本
の
「
公
正
な
権
利
を
理
解
す
る
準
備
が
」
従
来
同

　
様
で
き
て
い
る
、
と
見
て
い
た
（
堵
．
〉
．
一
ω
ω
＼
㎝
。
。
・
客
ρ
ミ
㊤
．
）
。

④
1
｝
お
ω
窃
G
。
．
客
。
．
ミ
⑩
．
ぎ
。
ピ
署
ρ
。
。
’
の
《
条
約
改
正
の
基
礎
と
し
て
ハ
ッ

　
バ
ー
ド
氏
に
よ
り
非
公
式
に
提
示
さ
れ
た
覚
書
》
。
本
章
1
で
述
べ
た
よ
う
に
、

　
こ
の
ハ
ッ
バ
ー
ド
私
案
は
二
～
年
四
月
～
八
日
差
で
に
提
示
さ
れ
て
い
た
と
み
ら

　
れ
る
。
同
日
夜
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
出
発
を
控
え
た
陸
奥
公
使
邸
で
大
隈
・
井
上
・

　
ハ
ッ
バ
ー
ド
・
陸
奥
ほ
か
数
名
が
四
時
間
近
く
に
わ
た
っ
て
会
合
し
た
（
「
探
聞
」
、

　
「
三
島
文
書
」
五
四
〇
一
二
八
）
の
は
こ
れ
ら
の
検
討
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

⑤
た
だ
し
ハ
ッ
バ
ー
ド
は
こ
の
点
に
関
し
て
は
井
上
私
案
へ
の
批
評
に
お
い
て
は

　
異
議
な
し
と
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
欠
落
は
意
図
し
た
も
の
で
な
い
可
能
姓
も
あ

　
る
。

⑥
第
二
章
2
の
大
隈
宛
伊
藤
書
簡
の
冒
頭
部
分
。

⑦
両
私
案
が
外
国
人
裁
判
官
雇
用
に
言
及
し
て
い
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ

　
も
八
箇
条
の
骨
子
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
実
際
に
は
そ
れ
が
考
慮
さ

　
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
王
点
の
理
由
か
ら
否
定
的
に
考

　
え
て
い
る
。
即
ち
第
～
に
、
大
隈
・
井
上
か
ら
懇
切
な
説
明
を
受
け
て
い
た
ハ
ッ

　
バ
ー
ド
が
こ
の
件
は
井
上
私
案
か
ら
「
消
え
去
っ
た
」
と
し
て
い
る
こ
と
（
本
章

　
1
）
、
第
二
に
、
外
務
省
で
明
治
一
九
年
以
来
検
討
さ
れ
て
き
た
「
入
籍
退
籍
条



　
例
」
諸
案
に
含
ま
れ
た
、
官
吏
へ
の
「
任
命
書
扁
を
「
帰
化
証
書
二
代
用
」
す
る

　
と
い
う
規
定
が
、
二
一
年
四
月
二
五
日
付
で
起
草
・
和
訳
が
完
了
し
た
「
帰
化
条

　
例
」
案
以
後
は
消
失
し
て
い
る
こ
と
（
外
務
省
記
録
三
－
九
i
五
－
四
「
外
国
人

　
帰
化
法
調
査
編
劒
之
義
二
付
協
議
一
件
駄
）
、
第
三
に
、
翌
二
二
年
の
大
隈
の
談
話

　
が
、
自
身
で
は
な
く
劇
田
法
相
の
示
唆
に
よ
り
改
正
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
と
し
て

　
お
り
（
B
本
史
籍
協
会
編
㎎
谷
干
城
遺
稿
㎞
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
明
治
四
五

　
年
、
復
刻
昭
和
五
　
年
、
七
八
八
・
七
八
九
頁
、
八
月
二
三
日
の
条
）
、
も
し
そ

　
う
な
ら
そ
れ
は
両
私
案
に
関
す
る
閣
議
が
本
格
化
す
る
五
月
以
降
と
想
定
さ
れ
る

　
こ
と
、
で
あ
る
。

⑧
大
審
院
へ
の
外
国
人
裁
判
官
雇
用
を
大
隈
が
何
入
と
予
定
し
て
い
た
の
か
、
定

　
説
は
な
い
。
こ
れ
は
「
外
人
判
事
任
用
二
関
ス
ル
宣
言
」
が
大
審
院
で
の
審
理
の

　
際
「
多
数
」
を
占
め
る
「
若
干
名
」
と
し
か
言
及
せ
ず
（
『
条
約
文
書
』
三
巻
上
、

　
八
二
頁
）
、
当
時
の
大
審
院
の
定
員
を
規
定
す
る
裁
判
所
官
制
（
明
治
皿
九
年
勅

　
令
第
四
〇
号
）
で
も
判
事
数
を
長
一
名
、
局
長
三
名
、
評
定
官
若
干
員
、
と
し
か

　
定
め
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
大
隈
公
八
十
五
年
史
隔
は
四
名
、

　
第
二
章
註
⑦
山
本
論
文
は
四
・
五
四
、
『
世
外
井
上
公
傳
㎞
は
五
・
六
名
、
と
い

　
つ
た
数
字
を
挙
げ
る
が
、
い
ず
れ
も
九
名
と
い
う
ハ
ッ
バ
ー
ド
の
報
告
と
は
開
き

　
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
一
讐
　
年
六
～
七
月
に
枢
密
院
で
検
討
さ
れ
た
「
帝
国
裁
判

　
所
構
成
法
草
案
」
第
五
六
条
で
は
、
大
審
院
の
「
審
問
裁
判
」
は
七
名
単
位
の

　
「
部
」
で
行
う
、
と
さ
れ
て
い
た
（
「
大
隈
文
書
」
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

　
》
ま
り
。
。
）
。

⑨
本
章
註
⑦
参
照
。

⑩
井
上
は
入
閣
以
前
か
ら
七
月
七
日
・
一
三
日
差
大
隈
を
官
邸
に
訪
れ
て
会
談
し

　
（
欄
読
売
新
聞
㎞
七
月
八
日
及
び
一
七
日
）
、
入
閣
に
際
し
て
も
大
隈
が
熱
心
に
賛

　
成
す
る
（
九
月
一
九
日
付
陸
奥
宛
青
木
書
簡
門
陸
奥
文
書
」
へ
1
2
）
な
ど
、
協

　
力
関
係
は
依
然
密
接
で
あ
っ
た
。

第
四
章
　
交
渉
戦
略
の
形
成
と
展
開

大隈条約改正交渉再考（大石）

1

「
強
硬
政
略
」
の
構
図
一
最
恵
国
問
題
と
条
約
廃
棄
戦
術
一

　
前
章
で
見
た
井
上
私
案
（
八
）
及
び
ハ
ッ
バ
ー
ド
私
案
（
第
九
条
）
は
新
条
約
に
関
す
る
条
件
付
き
均
需
主
義
を
と
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば

旧
条
約
の
最
恵
国
条
款
を
有
条
件
的
に
解
釈
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
大
隈
交
渉
の
顕
著
な
～
特
徴
で
も
あ
っ
た
。
大
隈
が
旧
条
約
に
お
け

る
最
恵
国
条
款
に
つ
い
て
は
そ
れ
ま
で
の
姿
勢
を
翻
し
て
有
条
件
主
義
を
一
貫
し
て
主
張
し
、
英
仏
の
抗
議
に
対
し
て
も
譲
ら
な
か
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
大
隈
は
こ
の
主
張
を
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
交
渉
見
通
し
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
ま
ず
、
新
条
約
に
盛
り
込
ま
れ
る
条
件
に
つ
い
て
は
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幾
分
の
譲
歩
を
用
意
し
、
調
印
に
応
じ
た
国
に
の
み
こ
の
譲
歩
を
与
え
る
こ
と
で
国
別
の
切
り
崩
し
を
図
る
、
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
交
渉
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

術
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
通
商
航
海
に
関
し
て
は
無
条
件
的
最
恵
国
待
遇
を
ド
イ
ツ
（
や
ロ
シ
ア
）
に
認
め
、
旧
関
税
に
準
拠
す
る
国
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

限
り
新
関
税
を
実
施
し
な
い
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
各
国
に
保
証
し
、
司
法
権
に
関
連
す
る
部
分
で
は
有
条
件
主
義
を
ド
イ
ツ
・
ロ
シ
ア

に
も
譲
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
方
針
で
問
題
に
な
る
の
は
、
最
後
ま
で
新
条
約
に
応
じ
な
い
国
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
新
条
約
未
調
印
国
の

領
事
裁
判
権
が
残
存
し
、
新
関
税
は
全
く
実
施
で
き
な
い
ま
ま
事
態
が
膠
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
難
点
が
明
白
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
大
隈
は
調
印
を
重
ね
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
ひ
と
つ
に
は
、
全
体
の
状
況
が
長
期
的
に
は
日
本
側
に
有
利
に
推
移
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
側
は
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
新

関
税
の
凍
結
や
そ
の
他
通
商
条
約
関
連
で
噸
税
・
燈
税
等
も
実
施
で
き
な
い
等
の
点
を
甘
受
す
れ
ば
足
り
、
調
印
済
の
国
へ
の
内
地
開
放
と
交

換
に
そ
の
国
の
領
事
裁
判
権
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
未
調
印
国
の
国
民
は
、
他
国
民
が
内
地
通
商
を
行
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

つ
つ
あ
る
の
を
よ
そ
に
居
留
地
に
逼
塞
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
想
定
は
、
法
権
関
係
の
譲
与
に
関
す
る
深
刻
な
反

対
運
動
が
も
し
な
か
っ
た
な
ら
、
日
本
側
に
は
耐
え
う
る
事
態
で
あ
り
、
逆
に
未
調
印
国
－
特
に
通
商
に
大
き
な
利
害
を
抱
え
る
イ
ギ
リ
ス

ー
に
対
し
て
は
利
権
喪
失
へ
の
脅
威
と
し
て
作
用
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　
そ
れ
で
も
な
お
調
印
し
な
い
国
が
残
っ
た
場
合
、
他
の
交
渉
促
進
手
段
と
く
に
第
二
章
2
に
述
べ
た
条
約
廃
棄
戦
術
が
用
意
さ
れ
て
い
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
明
治
二
二
年
に
な
っ
て
か
ら
も
大
隈
ら
に
よ
り
廃
棄
へ
の
示
唆
や
外
国
人
顧
問
へ
の
内
密
裡
の
諮
問
等
が
為
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、
た
と
え
条
約
廃
棄
が
実
施
さ
れ
な
く
て
も
、
廃
棄
実
行
で
威
信
を
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
国
1
そ
れ
は
や
は
り
「
極
東
に

お
け
る
第
一
人
者
」
を
自
負
す
る
イ
ギ
リ
ス
等
と
い
う
こ
と
に
な
る
一
へ
の
威
嚇
と
な
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
「
強
硬
政
略
」
の
他

の
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
条
約
励
行
」
や
男
節
に
挙
げ
る
宣
伝
活
動
等
と
と
も
に
、
相
乗
的
に
作
用
し
た
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。
第
二

章
2
で
、
廃
棄
論
が
大
隈
入
閣
時
点
で
既
に
重
要
な
戦
術
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
も
大
隈
に
よ
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る
全
般
交
渉
戦
略
の
構
図
の
中
に
こ
れ
を
位
置
付
け
ざ
る
を
得
ず
、
交
渉
の
形
成
が
険
悪
化
し
た
後
に
場
当
た
り
的
に
浮
上
し
た
も
の
と
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　
以
後
も
大
隈
は
準
備
を
着
々
と
進
め
、
＝
月
一
七
日
に
は
最
恵
国
条
約
の
有
条
件
的
解
釈
を
積
極
的
に
争
点
化
す
る
た
め
に
、
メ
キ
シ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
の
新
条
約
に
あ
え
て
内
地
開
放
を
盛
り
込
ん
で
列
国
の
雲
霧
要
求
を
誘
発
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
ガ
ビ
ン
ズ
が
指
摘
し
た
第
二
・
第
三
の
問

題
点
一
1
内
地
開
放
へ
の
低
い
評
価
や
「
清
国
問
題
」
ー
ー
は
、
少
な
く
と
も
大
隈
に
と
っ
て
は
最
終
的
に
克
服
さ
れ
る
目
処
が
つ
い
た
の
だ

と
い
え
よ
う
。

2

新
聞
記
者
ノ
ー
マ
ン
を
通
じ
た
宣
伝
工
作

　
第
二
章
2
で
明
治
　
四
（
一
八
八
一
）
年
頃
ま
で
の
ハ
ウ
ス
の
活
動
に
ふ
れ
た
。
そ
の
後
の
条
約
改
正
に
か
ら
む
対
外
宣
伝
の
担
い
手
と
し

て
は
、
井
上
馨
と
協
力
し
た
ロ
ン
ド
ン
・
タ
イ
ム
ズ
通
信
員
パ
ー
マ
i
（
国
噛
ω
■
℃
蝉
同
旨
Φ
H
）
が
著
名
で
あ
る
。
大
隈
就
任
以
後
も
パ
ー
マ
ー
の

活
動
は
続
い
た
が
、
明
治
二
一
（
…
八
八
八
）
年
中
に
お
け
る
そ
れ
は
交
渉
の
中
断
を
う
け
て
一
般
的
な
「
日
本
の
進
歩
」
を
称
揚
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
む
し
ろ
一
時
的
な
が
ら
も
こ
の
時
期
の
顕
著
な
動
き
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
夕
刊
紙
『
ペ
ル
メ
ル
ガ
ゼ
ッ
ト
』
（
穿
N
N
罫
亀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

Q
§
§
以
下
ペ
ル
メ
ル
紙
と
略
記
）
の
記
者
ヘ
ン
リ
ー
・
ノ
ー
マ
ン
（
閏
魯
蔓
客
。
§
鋤
⇔
）
を
迎
え
て
行
わ
れ
た
工
作
で
あ
ろ
う
。
外
国
の
著
名
人

な
い
し
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
来
日
に
際
し
て
破
格
な
歓
待
を
行
う
こ
と
で
臼
本
に
有
利
な
発
言
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
動
き
は
、
寺
島
外
務
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

（
明
治
六
～
…
二
年
）
の
時
代
に
そ
の
萌
芽
を
み
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
ノ
ー
マ
ン
に
対
す
る
日
本
政
府
の
動
き
も
、
そ
の
典
型
と
い
っ

て
よ
か
っ
た
。

　
ペ
ル
メ
ル
紙
の
世
界
一
周
特
派
員
派
遣
の
企
画
に
し
た
が
っ
て
カ
ナ
ダ
・
ア
メ
リ
カ
を
経
て
五
月
二
九
日
に
来
日
（
『
毎
日
新
聞
』
五
屋
三

日
、
『
郵
便
報
知
薪
聞
』
六
月
一
日
）
し
た
ノ
ー
マ
ン
は
、
当
初
は
二
週
間
程
度
の
滞
日
を
予
定
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
（
『
朝
野
新
聞
』
（
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

覇
野
撫
と
略
記
）
六
月
一
四
日
）
。
と
こ
ろ
が
、
内
外
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
及
び
政
府
要
人
の
全
面
的
優
遇
に
よ
り
滞
在
期
間
は
大
幅
に
延
び
、
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九
月
ま
で
の
約
三
ヶ
月
間
と
ど
ま
っ
て
記
事
を
送
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
六
月
一
九
日
大
審
院
等
を
視
察
し
た
（
『
朝
野
』
六
月
二
〇
日
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
始
ま
り
大
学
・
警
察
・
陸
軍
等
を
回
っ
て
ノ
ー
マ
ン
は
取
材
を
重
ね
た
。
歓
待
の
主
役
は
パ
ー
マ
ー
や
プ
リ
ン
タ
リ
ー
、
そ
れ
に
改
進
党
系

の
朝
野
薪
聞
社
等
で
あ
っ
た
こ
と
、
井
上
馨
も
直
接
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
等
は
こ
の
時
期
の
政
府
内
協
力
体
制
の
あ
り
方
を
示
し
て
い

る
。　

し
か
し
そ
の
成
果
は
結
局
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
事
情
の
紹
介
・
礼
賛
記
事
が
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
ら
一
二
月
に
か
け
て
ペ
ル
メ
ル
紙
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
条
約
改
正
へ
の
呼
応
を
呼
び
か
け
る
大
隈
ら
が
最
も
望
ん
だ
は
ず
の
記
事
は
最
終
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
紙
面
を
飾
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
正
確
に
い
う
と
そ
れ
が
書
か
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
メ
イ
ル
』
に
は
、
ノ
ー
マ
ン
署
名
に

よ
る
「
日
本
に
対
す
る
世
界
国
家
間
の
歴
史
の
奇
妙
な
一
番
目
（
八
月
三
一
日
東
京
発
）
及
び
「
日
本
と
列
強
日
本
の
国
際
関
係
に
お
け
る
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

在
と
未
来
」
（
警
語
一
百
東
京
発
）
の
二
論
説
が
一
二
年
～
二
月
二
二
日
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
条
約
の
来
歴
か
ら
説
き
起
し
、
日
本
の
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

正
要
求
の
正
当
性
や
廃
棄
の
妥
当
性
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
特
に
後
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　
　
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
件
に
協
力
す
る
来
る
べ
き
最
後
の
機
会
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
気
持
ち
の
よ
い
朝
目
覚
め
た
と
き
頭
越
し
に
物
事
が
進
ん
で
い
る

　
　
こ
と
に
気
付
く
の
は
確
実
で
あ
る
。
〔
中
略
〕
日
本
の
進
路
は
明
ら
か
で
あ
る
。
日
本
は
前
も
っ
て
合
衆
国
の
同
意
を
確
保
し
よ
う
と
し
、
こ
の
依
頼
に

　
　
対
す
る
同
意
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
私
が
述
べ
た
よ
う
に
ド
イ
ツ
と
ロ
シ
ア
の
同
意
も
同
様
に
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
る
後

　
　
に
日
本
は
単
に
条
約
の
廃
棄
を
宣
言
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
廃
棄
」
は
法
的
な
用
語
で
敵
意
は
含
ま
な
い
。
〔
中
略
〕
そ
の
と
き
イ
ギ
リ
ス
は
ど

　
　
こ
に
い
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ
無
視
さ
れ
、
寒
窒
に
放
り
出
さ
れ
、
完
敗
し
、
恥
辱
を
受
け
、
商
業
は
損
失
を
被
り
、
太
平
洋
に
お
け
る
威
信
は
地
に
墜
ち

　
　
て
い
る
だ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
が
東
京
を
砲
撃
し
浪
速
・
高
千
穂
の
一
〇
イ
ン
チ
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
砲
と
～
戦
交
え
る
た
め
に
戦
艦
を
派
遣
す
る
だ
ろ
う

　
　
と
考
え
る
者
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ば
か
げ
て
い
る
。
〔
申
略
〕
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
あ
る
い
は
ロ
シ
ア
と
日
本
の
同
盟
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
つ

　
　
て
非
常
に
恐
る
べ
き
事
実
と
な
ろ
う
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
単
に
夢
想
で
は
な
い
。
〔
後
略
〕

　
「
米
独
露
の
同
意
を
取
り
付
け
た
後
の
廃
棄
宙
三
亘
と
い
う
途
中
ま
で
現
実
に
進
行
し
た
シ
ナ
リ
オ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
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当
時
の
在
留
欧
米
人
は
、
ノ
ー
マ
ン
が
「
奇
妙
に
も
日
本
政
府
か
ら
特
別
待
遇
を
う
け
て
」
お
り
「
日
本
側
は
か
れ
を
、
あ
ら
ゆ
る
希
望
や
苦

情
の
は
け
口
と
し
て
利
用
し
、
ま
だ
秘
密
に
属
す
る
条
約
交
渉
の
全
部
を
際
ど
い
詳
細
に
い
た
る
ま
で
、
こ
と
ご
と
く
か
れ
に
漏
ら
し
た
」
と

　
　
　
　
　
⑯

見
な
し
て
お
り
、
こ
の
記
事
は
公
然
た
る
警
告
と
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ハ
ワ
イ
公
使
ア
ー
ウ
ィ
ン
（
男
．
ぐ
タ
H
同
≦
一
鋤
）
に
言
わ
せ
れ
ば
「
大
隈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

伯
は
他
人
之
口
を
下
り
、
動
ず
れ
ば
デ
ノ
ー
ン
ス
霊
窪
。
巨
8
腱
「
廃
棄
す
る
」
　
　
引
用
者
〕
す
る
と
の
事
を
云
ひ
ふ
ら
し
却
而
奏
レ
功
た
り
」
と
い

う
よ
う
な
策
略
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
工
作
は
、
肝
心
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
宣
伝
活
動
に
は
実
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ノ
ー
マ
ン
が
送
っ
た
記
事
が
何
ら
か
の

理
由
で
「
没
」
に
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
も
そ
も
発
送
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
物
語
る
史
料
は
見
あ
た
ら
な
い
。
勘
ぐ
る
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
の
記
事
だ
け
は
ノ
ー
マ
ン
に
断
っ
た
上
で
プ
リ
ン
タ
リ
ー
あ
た
り
が
掲
載
直
前
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
掲
載
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
丸
儲
等
各
国
公
使
へ
の
交
渉
開
始
の
時
期
と
重
な
り
、
前
任
イ
ギ
リ
ス
公
使
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
の
や
り
方
を
批
判
す

る
一
方
で
ト
レ
ン
チ
代
理
公
使
を
持
ち
上
げ
て
み
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
欧
米
の
外
交
舞
台
に
お
け
る
ト
レ
ン
チ
の
手
腕
を
礼
賛
し
た
部
分

が
『
東
京
日
日
薪
聞
』
に
よ
る
翻
訳
に
は
欠
落
し
て
お
り
、
『
メ
イ
ル
』
の
記
事
が
だ
れ
を
読
者
と
し
て
想
定
し
て
い
た
か
を
露
骨
に
物
語
っ

て
い
る
。

　
ま
た
、
『
朝
野
前
聞
』
の
尾
崎
行
雄
は
保
安
条
例
に
よ
る
退
去
後
洋
行
し
、
二
一
年
六
月
頃
ア
メ
リ
カ
で
ハ
ウ
ス
と
面
談
し
た
（
六
月
二
四
日

付
大
隈
訟
訴
崎
書
簡
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
第
五
巻
）
。
尾
崎
は
そ
の
後
に
渡
っ
た
ロ
ン
ド
ン
か
ら
の
通
信
で
、
甲
「
今
後
一
年
若
く
は
一
年
半

の
期
限
を
定
め
て
現
行
条
約
を
廃
止
せ
ん
と
欲
す
る
旨
を
締
盟
列
国
に
通
知
し
以
て
一
挙
し
て
現
行
条
約
の
絆
を
脱
す
る
の
果
断
法
」
、
乙

「
欧
米
大
国
中
其
最
も
公
正
な
る
者
一
二
箇
国
と
特
別
対
等
の
新
条
約
を
結
ん
で
最
恵
圃
云
々
の
連
鎖
を
裁
断
し
以
て
漸
次
他
の
締
盟
国
に
及

ぼ
す
の
穏
便
法
」
の
二
法
を
提
言
し
て
い
る
（
『
朝
野
』
　
一
月
九
二
の
「
社
説
国
権
回
復
の
｝
方
案
英
京
学
堂
生
」
）
。
う
ち
甲
案
即
ち
廃
棄
戦

術
に
は
自
重
を
促
し
た
が
（
『
朝
野
』
一
～
月
一
一
日
。
九
日
の
分
の
続
編
）
、
大
隈
の
強
硬
策
を
先
取
り
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
尾
崎
は
大
隈
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
間
に
連
絡
を
取
り
つ
つ
こ
の
よ
う
な
論
陣
を
張
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
別
の
記
事
で
ノ
1
マ
ン
と
ペ
ル
メ
ル
紙
へ
の
殊
遇
を
批
判
し
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⑲

て
プ
リ
ン
タ
リ
ー
に
論
難
さ
れ
る
な
ど
必
ず
し
も
意
志
疎
通
が
は
か
ら
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
は
、
日
本
に
よ
る
条
約
廃
棄
決
行
の
可
能
性
と
そ
れ
に
伴
う
で
あ
ろ
う
イ
ギ
リ
ス
孤
立
化
の
危
険
と
損
失
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
動
き
の
、
交
渉
開
始
前
後
に
お
け
る
事
例
で
あ
る
。
そ
の
穿
れ
に
も
共
通
す
る
の
は
、
日
本
に
よ
る
条
約
廃
棄
が
や
む
を
え
ぬ
正
当
性
を
も

ち
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
列
強
の
利
害
か
ら
み
て
も
す
す
ん
で
改
正
に
応
じ
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る
、
と
い

う
論
理
構
成
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
宣
伝
工
作
が
、
日
本
側
か
ら
は
廃
棄
論
と
い
う
強
硬
策
へ
の
認
知
を
促
し
つ
つ
、
一
方
で
列
強
側
の
競

争
心
と
危
機
感
を
か
き
立
て
る
こ
と
で
、
個
別
交
渉
へ
と
懲
悪
す
る
意
図
の
現
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

90　（860）

①
明
治
六
年
の
イ
タ
リ
ア
公
使
に
よ
る
「
内
地
旅
行
協
約
案
」
提
議
の
時
点
で
は

　
安
政
五
年
条
約
の
最
恵
国
条
款
に
関
し
無
条
件
的
解
釈
を
貫
け
な
い
と
の
判
断
が

　
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
部
に
あ
っ
た
（
広
瀬
靖
子
「
明
治
初
年
の
対
欧
米
関
係
と
外
国

　
人
内
地
旅
行
問
題
（
一
）
」
州
史
学
雑
誌
㎞
八
三
…
一
一
、
一
九
七
四
年
、
二
〇
・

　
一
＝
頁
）
。
し
か
し
二
二
年
の
段
階
で
は
こ
の
判
断
は
覆
り
、
大
隈
の
主
張
は
異

　
を
唱
え
ら
れ
た
（
「
は
じ
め
に
」
の
註
④
藤
原
論
文
・
上
）
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
側
の

　
態
度
変
更
が
何
に
由
来
す
る
の
か
、
今
は
詳
ら
か
に
し
得
な
い
。

②
ド
イ
ツ
に
対
し
て
は
明
治
二
二
年
一
月
一
八
日
に
口
頭
で
保
証
し
た
（
第
～
章

　
註
⑫
「
条
約
改
正
日
誌
」
同
日
の
条
）
。

③
明
治
～
二
年
＝
月
二
六
日
、
ド
イ
ツ
代
理
公
使
に
条
約
案
等
を
手
交
す
る
際

　
に
談
歩
の
用
意
が
あ
る
こ
と
を
既
に
伝
え
て
い
る
（
簗
一
章
註
⑫
門
条
約
改
正
日

　
誌
」
同
日
の
条
）
。

④
　
第
一
章
3
に
挙
げ
た
覚
書
で
、
ガ
ビ
ン
ズ
は
そ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
の
み
が
一

　
方
的
な
不
利
を
蒙
る
差
別
待
遇
を
前
提
に
内
地
通
商
の
価
値
を
冷
評
し
た
の
で
は

　
な
い
は
ず
で
、
明
治
二
二
年
六
月
に
着
任
し
た
フ
レ
イ
ザ
ー
に
と
っ
て
も
、
他
の

　
列
国
に
「
拡
張
さ
れ
る
恩
典
へ
の
加
入
か
ら
排
除
さ
れ
る
な
ら
ば
、
日
本
と
イ
ギ

　
リ
ス
に
お
い
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う
〔
イ
ギ
リ
ス
人
の
1
引
用
者
〕
抗
議
の
声
に

　
耐
え
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
」
（
国
O
．
幽
O
＼
卜
⊃
。
。
．
宕
。
』
り
㊤
．
℃
昼
ω
ぐ
・
憎
8
ω
思
甲

　
喜
q
．
〉
轟
．
一
ρ
一
〇
。
c
。
Φ
．
）
と
、
避
け
る
べ
き
事
態
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。

⑤
州
は
じ
め
に
」
の
註
⑦
佐
々
木
論
文
参
照
。

⑥
＝
月
一
七
日
目
駐
米
陸
奥
公
使
宛
電
信
（
内
田
康
哉
交
際
官
試
補
編
「
日
墨

　
修
好
通
商
条
約
締
結
概
要
」
、
門
陸
奥
文
書
」
九
〇
…
1
）
。

⑦
四
月
五
日
掲
載
「
日
本
の
政
局
の
進
展
」
、
同
二
三
日
掲
載
「
日
本
経
済
の
発

　
展
」
な
ど
（
樋
口
次
郎
・
大
山
瑞
代
編
著
四
条
約
改
正
と
英
国
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

　
ト
』
思
楼
閣
出
版
、
～
九
八
七
年
）
。

⑧
ノ
ー
マ
ン
（
｝
八
五
八
～
～
九
三
九
）
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
部
レ
ス
タ
ー
生
ま

　
れ
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
卒
業
後
ペ
ル
メ
ル
紙
及
び
『
デ
イ
リ
ー
・
ク
ロ
ニ
ク
ル
』

　
紙
の
編
集
ス
タ
ッ
フ
等
を
経
て
一
八
九
九
年
新
聞
界
を
引
退
。
一
九
〇
〇
～
二
三

　
年
自
由
党
所
属
下
院
議
員
。
一
九
〇
六
年
ナ
イ
ト
爵
、
一
五
年
準
男
爵
。
．
．
≦
頃
O

　
ミ
〉
ω
≦
悶
O
く
O
ピ
ω
一
⑩
N
O
…
む
鼻
Ω
、
▼
一
⑩
ミ
に
よ
る
。

⑨
第
二
章
註
⑱
大
谷
論
文
四
一
～
＝
五
頁
。

⑩
た
と
え
ば
、
六
月
＝
百
に
は
プ
リ
ン
タ
リ
ー
が
ノ
ー
マ
ン
と
パ
ー
マ
ー
ほ
か

　
在
東
京
の
新
聞
雑
誌
記
者
ら
を
招
待
し
て
宴
会
を
催
し
た
（
㎎
朝
野
』
六
月
一
四

　
日
）
。
ま
た
七
月
五
日
に
は
、
井
上
馨
が
「
府
下
の
紳
商
及
ひ
新
聞
記
者
数
十
名
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を
鳥
居
坂
の
邸
に
招
て
ノ
ル
マ
ン
氏
に
引
合
は
せ
晩
餐
の
饗
宴
を
張
」
つ
た
。

　
「
同
夜
は
大
隈
伯
に
も
来
会
あ
り
し
由
」
と
い
う
（
糊
郵
便
報
知
新
聞
㎞
七
月
七

　
日
）
。
さ
ら
に
、
磐
梯
山
の
大
噴
火
（
七
月
一
五
日
）
に
際
し
て
ノ
ー
マ
ン
は

　
パ
ー
マ
！
や
プ
リ
ン
タ
リ
ー
ら
と
各
自
二
〇
ド
ル
の
義
搦
金
を
寄
せ
、
二
一
日
に

　
は
プ
リ
ン
タ
リ
ー
と
と
も
に
現
地
取
材
に
出
発
し
て
い
る
（
『
郵
便
報
知
新
聞
』

　
七
月
二
二
日
、
ペ
ル
メ
ル
紙
九
月
…
～
日
）
。

⑪
『
メ
イ
ル
隔
（
六
月
三
〇
日
）
は
ノ
ー
マ
ン
の
連
日
に
わ
た
る
精
力
的
な
視
察

　
を
報
告
し
た
。
前
日
（
二
九
日
）
に
は
陸
軍
芦
山
学
校
で
の
天
覧
演
習
視
察
の
後
、

　
天
皇
に
拝
謁
し
た
と
も
い
う
。

⑫
「
日
本
の
家
に
て
」
「
武
装
す
る
日
本
」
「
日
本
の
司
法
」
「
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ

　
リ
ズ
ム
ー
」
「
日
本
の
芸
術
と
工
芸
1
」
「
日
本
の
宴
会
」
「
日
本
女
性
を
讃
え
る
」

　
「
日
本
の
衣
服
扁
の
八
本
が
九
月
二
九
日
か
ら
＝
一
月
二
六
日
ま
で
断
続
的
に
掲

　
載
さ
れ
た
（
七
月
一
五
日
～
八
月
二
九
日
東
京
発
）
。
そ
の
多
く
は
ほ
ぼ
同
疇
に

　
欄
メ
イ
ル
』
に
も
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
通
信
は
（
後
述
す
る
八
月
三
一
日
・

　
九
月
三
日
発
の
ペ
ル
メ
ル
紙
に
載
ら
な
か
っ
た
二
本
も
含
め
て
）
加
筆
訂
正
さ
れ
、

　
単
行
本
開
リ
ア
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
㎞
と
し
て
一
八
九
一
年
刊
行
さ
れ
た
。
ち
な
み
に

　
同
書
の
謝
辞
は
伊
藤
・
井
上
・
青
木
・
デ
ニ
ソ
ン
そ
し
て
プ
リ
ン
タ
リ
ー
に
宛
て

　
ら
れ
、
大
隈
の
名
は
な
い
。

⑬
そ
の
後
ペ
ル
メ
ル
紙
上
の
逓
信
記
事
は
、
翌
二
二
年
～
月
コ
日
の
「
ウ
ラ
ジ

　
オ
ス
ト
ッ
ク
へ
の
訪
問
」
（
一
〇
月
露
日
量
）
ま
で
途
切
れ
て
い
る
。

⑭
日
刊
紙
『
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
イ
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
に
は
別
々
の
日
に
掲
載
さ
れ
た

　
も
の
と
思
わ
れ
る
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

⑮
　
こ
の
通
信
は
「
日
本
と
締
盟
諸
国
」
と
題
し
て
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
訳
載
さ

　
れ
た
（
明
治
二
二
年
一
月
一
〇
二
一
・
一
二
・
一
五
日
）
。
欄
新
聞
集
成
明
治
編

　
年
史
』
第
七
巻
（
財
政
経
済
学
会
、
昭
和
一
〇
年
）
や
州
明
治
ニ
ュ
ー
ス
事
典
』

　
（
毎
日
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、
一
九
八
四
年
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
一

五
日
の
分
を
欠
く
。
意
訳
や
異
同
・
省
略
が
多
い
た
め
あ
ら
た
め
て
訳
出
し
た
。

⑯
ト
ク
・
ベ
ル
ツ
編
（
菅
沼
竜
太
郎
訳
）
『
ベ
ル
ツ
の
日
記
㎞
上
巻
（
岩
波
書
店
、

　
一
九
七
九
年
改
訳
版
）
＝
一
＝
頁
（
明
治
二
～
年
一
二
月
｝
九
日
の
項
）
。
た
だ

　
し
べ
ル
ツ
は
こ
れ
を
政
府
の
工
作
で
は
な
く
ノ
ー
マ
ン
の
一
方
的
暴
露
と
み
て
い

　
る
。

⑰
明
治
（
二
｝
）
年
一
二
月
二
七
日
付
伊
藤
宛
末
松
議
澄
書
簡
（
『
伊
藤
文
書
』

　
五
）
。
原
文
害
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
伊
藤
博
文
文
書
」
二
八

　
四
－
一
二
四
）
に
よ
り
一
部
修
正
し
た
。
ま
た
、
内
容
か
ら
い
っ
て
年
代
は
二
二

　
年
で
あ
ろ
う
。

⑱
明
治
二
二
年
王
月
二
九
日
、
六
月
二
二
艮
に
も
尾
崎
は
大
隈
宛
に
書
簡
を
出
し

　
状
況
報
告
を
行
っ
て
い
る
（
胴
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
第
五
巻
）
。

⑲
欄
朝
野
』
＝
月
；
二
目
掲
載
の
社
説
で
尾
崎
は
ペ
ル
メ
ル
紙
を
「
東
京
小
新

　
聞
の
類
」
と
け
な
し
、
通
信
員
に
「
謁
見
ま
で
も
仰
付
け
」
る
な
ど
帝
室
の
品
位

　
を
重
め
る
も
の
と
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
賊
メ
イ
ル
』
は
、
一
二
月
八
日
付

　
（
日
刊
紙
で
は
こ
の
数
日
前
の
掲
載
で
あ
ろ
う
）
で
ペ
ル
メ
ル
紙
は
～
流
で
あ
る

　
と
反
論
し
、
『
朝
野
』
が
八
日
付
で
訂
正
す
る
と
一
五
日
付
で
以
下
の
よ
う
に
皮

　
謡
っ
た
。
「
『
朝
野
隔
が
尾
崎
氏
の
意
見
を
印
刷
す
る
前
に
こ
れ
ら
の
発
見
を
し
な

　
か
っ
た
こ
と
が
残
念
で
あ
る
。
ノ
ー
マ
ン
氏
が
東
京
に
い
た
と
き
、
『
朝
野
㎞
の

　
編
集
者
自
身
は
東
京
諸
二
障
に
よ
る
ノ
ー
マ
ン
氏
も
て
な
し
の
主
導
者
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
は
「
東
京
で
あ
れ
ば
三
流
新
聞
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
新
聞
の
記
者
」
に
関
し
て

　
お
こ
な
う
に
は
奇
異
な
や
り
方
で
あ
っ
た
。
」

⑳
そ
の
直
接
的
効
果
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
駐
日
代
表
部
と
本
国
政
府
の
反
応
に
対

　
照
が
現
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
前
者
の
ト
レ
ン
チ
代
理
公
使
は
大
隈

　
の
交
渉
開
始
に
鋭
敏
に
反
応
し
、
イ
ギ
リ
ス
単
独
の
速
や
か
な
本
交
渉
開
始
と
自

　
身
へ
の
全
権
委
任
を
本
国
に
上
申
し
続
け
た
（
た
と
え
ば
一
八
八
九
年
一
月
一
六

　
日
付
及
び
三
月
二
日
付
電
信
、
国
O
’
禽
O
誌
。
。
．
翼
9
一
一
こ
口
。
．
㎝
9
日
話
口
。
げ
8

（861）91



ω
巴
置
ぴ
脅
《
．
）
。
他
方
本
国
側
は
当
初
慎
重
な
対
応
に
終
始
し
、
欧
州
各
国
へ
の

同
文
回
章
発
出
な
ど
従
来
の
連
合
談
判
的
手
法
へ
の
執
着
が
顕
著
で
あ
っ
た

（「

ﾍ
じ
め
に
」
の
註
④
藤
原
論
文
・
上
三
五
四
～
三
七
｝
頁
）
。
も
ち
ろ
ん
大
隈

の
高
圧
的
交
渉
態
度
に
直
接
接
し
て
い
た
の
が
ト
レ
ン
チ
で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響

し
た
で
あ
ろ
う
が
、
ノ
；
マ
ン
を
通
じ
た
イ
ギ
リ
ス
で
の
工
作
が
不
発
に
終
っ
た

こ
と
が
、
こ
の
対
照
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
可
能
性
も
高
い
。

92　（862）

お
　
わ
　
り
　
に

　
明
治
二
一
年
二
月
の
外
相
就
任
の
時
点
で
は
、
大
隈
は
交
渉
戦
略
に
関
し
て
十
分
な
成
算
を
有
し
て
お
り
、
改
正
案
作
成
に
関
し
て
も
、
大

隈
が
受
け
継
い
だ
前
任
者
達
か
ら
の
流
れ
は
、
危
険
な
譲
歩
を
排
し
た
穏
当
な
も
の
で
、
不
安
材
料
は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
前
者

の
成
果
と
し
て
、
個
別
交
渉
・
最
恵
国
条
款
の
有
条
件
的
解
釈
・
廃
棄
戦
術
等
を
組
み
合
わ
せ
た
画
期
的
な
新
機
軸
が
打
ち
出
さ
れ
る
。
交
渉

の
最
大
の
難
関
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
を
孤
立
さ
せ
各
個
撃
破
を
期
す
戦
略
が
こ
う
し
て
確
立
し
、
後
に
改
正
案
で
の
弱
点
を
払
拭
し
た
陸
奥
外
相

に
よ
っ
て
も
用
い
ら
れ
、
交
渉
を
成
功
に
導
く
こ
と
に
な
っ
た
。
大
隈
交
渉
の
歴
史
的
意
義
は
第
一
に
こ
こ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　
～
方
、
後
者
即
ち
条
約
案
の
方
は
、
同
年
二
月
～
五
月
の
初
期
段
階
に
関
し
て
は
、
外
国
人
法
官
任
用
等
の
、
の
ち
に
致
命
的
弱
点
と
な
る

よ
う
な
譲
歩
は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
九
月
に
は
そ
の
性
格
を
弱
め
つ
つ
も
復
活
し
た
。
交
渉
開
始
後
は
、
戦
略
上
の
強
み
に
よ
っ
て
大

隈
・
黒
田
は
目
標
に
向
け
て
走
り
続
け
る
が
、
伊
藤
・
井
上
ら
の
積
極
的
協
力
が
縮
小
す
る
と
同
時
に
強
力
な
反
対
運
動
が
出
現
す
る
こ
と
で

窮
地
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
。
こ
の
反
対
運
動
の
過
程
自
体
に
つ
い
て
も
、
単
に
大
隈
案
の
弱
点
か
ら
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
片
づ
け
る
こ
と

の
で
き
な
い
重
要
な
論
点
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
取
扱
う
時
期
の
関
係
か
ら
論
及
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
別
号
を
期
す

こ
と
と
し
た
い
。

　
こ
れ
ら
の
準
備
過
程
を
通
じ
て
大
隈
へ
の
協
力
者
と
し
て
井
上
馨
の
役
割
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
プ
リ
ン
タ
リ
ー
・
ハ
ウ

ス
・
ノ
ー
マ
ン
ら
を
中
心
に
展
開
し
た
宣
伝
活
動
は
、
結
果
と
し
て
ア
メ
リ
カ
と
横
浜
に
厚
く
イ
ギ
リ
ス
に
薄
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
大



大隈条約改正交渉再考（大石）

隈
と
井
上
の
協
力
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
等
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
極
論
す
れ
ば
大
隈
条
約
交
渉
と
は
少
な
く
と

も
準
備
段
階
で
は
井
上
・
大
隈
の
合
作
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
捨
象
し
て
は
立
案
か
ら
本
交
渉
開
始
が
こ
こ
ま
で
す
み
や
か
で
あ
っ
た
こ

と
を
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
公
使
ハ
ッ
パ
！
ド
の
関
与
が
極
め
て
深
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
た
い
。
大
隈
案
提
示
を
受
け
て
ア
メ
リ
カ
が
直
ち
に
調
印

を
決
断
し
た
背
景
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
対
照
的
に
イ
ギ
リ
ス
代
表
部
は
二
一
年
初
頭
段
階
で
情
況
を
楽
観
し
て
結
果
的
に
見
通
し
を

　
①

誤
り
、
本
国
と
出
先
の
食
い
違
い
も
あ
っ
て
対
応
が
後
手
に
回
っ
た
。
ま
た
ガ
ビ
ン
ズ
の
予
測
を
は
る
か
に
短
縮
し
た
大
隈
交
渉
の
始
動
は
、

遠
く
ベ
ル
リ
ン
に
い
た
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
の
残
し
た
種
子
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
も
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス

に
し
た
と
こ
ろ
で
「
二
・
三
年
後
」
以
降
の
条
約
改
正
自
体
に
は
反
対
で
な
か
っ
た
こ
と
も
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
の

点
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
交
渉
へ
の
負
の
影
響
力
の
源
泉
と
し
て
、
列
国
お
よ
び
そ
の
代
表
部
の
動
向
を
過
大
評
価
す
る
べ
き
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
大
隈
交
渉
の
複
合
的
な
性
格
は
、
独
自
の
ブ
レ
ー
ン
を
率
い
た
穏
健
な
民
間
党
派
代
表
者
と
し
て
の
大
隈
が
藩
閥
主
流
の

伊
藤
・
井
上
ら
に
合
流
し
、
極
め
て
緊
密
に
協
力
し
た
結
果
生
ま
れ
た
。
大
胆
な
交
渉
戦
略
の
転
換
は
、
対
日
融
和
姿
勢
を
維
持
し
て
結
束
が

緩
み
つ
つ
あ
っ
た
列
強
の
　
部
と
の
協
調
一
そ
れ
は
主
と
し
て
井
上
の
遺
産
で
も
あ
る
一
の
成
果
と
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

①
こ
の
こ
と
は
、
ガ
ビ
ン
ズ
の
分
析
が
大
局
的
に
誤
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
必

　
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
彼
の
挙
げ
た
困
難
の
第
　
点
で
あ
る
「
内
政
」
を
め
ぐ
る

　
問
題
が
大
隈
交
渉
を
挫
折
せ
し
め
た
と
見
る
な
ら
、
情
勢
判
断
を
誤
っ
た
の
は
む

　
し
ろ
大
隈
の
方
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
京
都
大
学
研
修
員

）
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　　Under　the　Ch’ing　dynasty，　the　le’ao－ch’eng　was　extended　into　the　fields　of　tax

collection　and　judical　matters．　This　was　due　to　the　fact　that　the　affairs　that　were

the　object　of　the　le’ao－ch’eng　system　were　routinely　coRsidered　in　the　Ch’ing

bureaucratic　system．　ln　the　ta－chi　system，　the　character　and　abdity　of　bureaucrats

was　evaluated．　As　a　result，　integrity　was　vaiued　above　all　else　and　administrative

responsibikty　emphasised．　However，　aspects　of　character　such　as　personal　could

not　be　grasped　approproately　by　the　bureaucratic　system．　This　fact　harbored　the

impetus　to　drive　the　ta－chi　system　into　empty　formalism，　By　way　of　contrast，　the

k’ao－ch’eng　system　became　a　factor　that　effected　the　operation　of　the　ta－chi，

because　adrninistrative　results　were　routinely　considered　in　the　Ch’ing　bureaucratic

system．

　　As　the　fe’ao－ch’eng　systern　tended　to　expand　into　the　tax　collection　and　judical

matters，　the　maglstrates　regularly　reported　the　number　of　chia－chi加級（added

subgrade），　chiang－chi降級（demoted　subgrade），　chi－leung記功（recor（五ng　merit），

chi－kuo記過（recording　demer　t）on　the　basis　of　the　le　’ao－ch’eng　each　season．　As

a　result，　the　number　of　rewards　and　demotions　based　on　k’ao－ch’eng　carne　to

represent　the　evaiution　of　bureaucrats．　ln　ta－chi，　magistrates　had　an　obligation　to

report　the　number　of　chia－chi，　chiang－chi，　chi－leung，　and　chi－leuo．　These　records

became　a　factor　in　determining　whether　a　bureaucrat　was　to　be　judged　superior

and　whether　his　achievemants　were　to　be　judged　excellent．　This　situation

developed　in　the　direction　of　a　general　social　trend　as　well　as　in　the　operation　of

the　system　of　promotions．

A　Reconsideration　of　Okuma’s　Negotiations　for　Treaty　Revision　：

　　　　The　Planning　Process　and　the　lnternational　Background

by

OISHI　Kazuo

　　This　article　attempts　an　analysis　of　the　process　of　planning　for　what　have　beeR

caUed“Okuma’s　negotiations　for　treaty　revision”大隈条約改正交渉in　an　effort　to

clarifY　their　character　and　historical　significance．

　　After　the　failure　of　Foreign　Minister　IRoue　Kaoru　at　the　Treaty　Revision

Conference，　some　representatives　of　the　Treaty　Powers　had　submitted　draft

proposals　for　provisional　agreements．　lte，　the　acting　Foreign　Mmister，　had　then
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tried　to　use　these　proposals　in　an　effort　to　create　a　break－through　in　the

negotiations．　The　succeeding　Foreign　Minister　Okuma　Shigenobu　fashioned　a　Rew

draft　in　cooperation　with　Germany　and　particularly　the　Unked　States．　Throughout

ak　these　processes，　lnoue　played　a　very　important　role　as　an　advisor．　The　newly

drafted　treaty，　which　was　designed　without　employ　of　foreign　judges　or　the

issuance　of　law　codes，　appeared　to　have　been　settled　by　the　ninth　month　of　the

twenty－first　year　of　the　Meiji　era　（1888），　but　was　finally　incorporated　within　the

frarnework　of　the　final　di　aft　presen・ted　by　lnoue　at　the　previous　conference．

　　On　the　other　hand，　the　“stroRg　tactics”　that　cha！racterized　Okuma’s　negotiations

consisted　primanly　of　two　strategies一　first，　separated　negotiations　depenCting　on

coRditional　interpretations　of　most－favored－nation　clauses，　and，　second，

renunciation　of　the　existing　treaties．　The　first　strategy　owed　much　to　those　who

had　been　associated　with　the　Foreign　Ministry　since　tlte　time　of　lnoue，　and

particularly　to　Hatoyama　Kazuo　and　Henry　Denison，　but　the　second　derived　from

the　poHcy　proposal　of　the　舳erican　joumalist　E。H．　House，　a　private　a圭（韮e　to

Okuma，　who　had　promoted　Oktirna’s　inclusion　in　the　cabinet．

　　The　public　relations　carnpaign　of　propaganda　begun　at　the　opening　of　the

negotiations　was　a　joint　creation　of　lnoue　and　Okuma．　Tltey　took　simultaReously　a

concMatory　line　toward　the　British　diplomatic　representatives　in　Japan　and

thireatening　posture　hnting　at　a　decisive　renunciation　of　the　treaties．

　　In　other　words，　the　negobiations　of　Okuma　were　a　result　of　cooperation

between　lnoue，　who　had　more　experience　in　p｝anning　treaties　and　rich　connection

among　the　diplomatic　corps，　and　Okuma，　who　maintained　his　own　“brain　trust”　and

had　tke　backing　of　portion　of　the　non－govemmental　sector．

The　Actual　Condition　of　the　Tenma　System　and　the　National　Road　System

　　　　　in　Ancient　Japan：　A　Reconsideration　of　the　Conception　of　Denro

By

KADOI　Naoya

in　ancient　Japan，　there　were　two　tra£［ic　systems，　the　elei駅system　and　te㎜a

伝馬system．　In　the　tenma　system，飾e　horses　caRed　tenma，　were　statloned勧

each　county郡，　and　were　provided　to　messengers　called　denshi伝使．　Recently，

it　has　come　to　be　supposed　that　there　existed　roads　for　the　tenma　horses　and
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